


環境白書の発刊にあたって
　本県の環境は、県民のみなさんのご協力のもとこれ

まで進めてきた公害の防止や自然環境の保全などの一

連の施策により全搬的にかなり改善されてまいりまし

た。

　しかしながら、近年、都市化がすすみ生活様式が変

化するにつれて、日常生活に身近なところからの騒音

や都市河川の生活排水による汚れなどの都市・生活型の公害が問題となっ

てきています。

　また、人々の環境への関心も価値観の多様化にともない静けさや豊かな

緑、あるいは憩いと潤いのある自然とのふれあいの場をとりもどそうとす

るいわゆる、快適な生活環境の創造へと高まっています。

　一方、最近の環境行政をめぐる諸情勢は、経済の安定成長やエネルギー

需給構造の変化などもあって厳しい状況下にあります。

　このため県といたしましては県民のみなさんのニーズにこたえながら本

県の恵まれた自然を守り、快適で豊かな生活環境を保全し、｢活力ある富山

県づくり｣をめざし自然、経済、文化などの各般にわたって調和がとれ心

豊かでやすらぎに満ちた魅力ある郷土をつくるために、各種の施策を総合

的に推進してまいりたいと考えております。

　このたび発刊いたしました白書は、環境の現況と施策を取りまとめたも

のですが、本書を通じて県民のみなさんに環境問題に対するご理解とご認

識を深めていただければ幸いです。

　　昭和57年7月

　　　　　　　　　　　　富山県知事　中沖　豊















　　　　　　　第1章　総論

第1節　環境の現況

　30年代後半から始まった経済の高度成長は、めざましく産業を発展させ

私たちに繁栄と豊かな生活をもたらしました。

　しかし、その過程で深刻な環境の汚染とかけがえのない自然を変化させ

たことも見のがすことの出来ないことです。

　このため、公害を防止し自然環境を保全するために公害対策基本法や自

然環境保全法などの法令が整備されるとともに、人々が快適に生活するた

めに望ましい、大気や水質などの環境基準が設定されるなど、環境を保全

するため、各種の対策が積極的に進められました。

　その結果、40年代末において大気の汚染や水質の汚濁など産業による公

害は著しく改善され、その後も引き続き対策が推進されたことに加えて、

経済が安定成長へと移ったこと、省資源・省エネルギー化が進んだことも

あって、環境の汚染はさらに改善されてきております。

　しかし、近年の都市化の進展に伴い、日常生活に身近なところから発生

する騒音や自動車の普及による交通公害、都市を流れる河川の生活排水に

よる汚濁などの、いわゆる都市・生活型の公害が問題となってきています。

　一方、石油などのエネルギー情勢が大きく変化して、石油代替エネルギー

の利用が進んでいるため、この面からも新しい環境の保全対策が求められ

ています。

　さらに、生活水準の向上に伴って、環境に対するニーズも、単に公害の

防止だけでなく、静けさや落着き、美しさ、あるいは自然との結びつきを

取りもどすといった、より快適な生活環境の創造へと変化してきています。



　これからは、このような住民のニーズにこたえながら、厳しい経済情勢

やエネルギー事情に対応した環境の保全対策を展開していかなければなり

ません。

1　公害の現況

　　56年度における県内の公害の状況は、これまで実施してきた対策によ

　り全般的にみると、改善の傾向を示しています。

　　大気の汚染については、ブルースカイ計画などを推進したことにより

　かって汚染の代表的な物質として重視されていた硫黄酸化物や窒素酸化

　物は、年々改善され、県内の観測地点のすべてで、環境基準を達成して

　います。しかし、浮遊粉じんや光化学オキシダントは、全国的な傾向と

　同じく、環境基準をこえているため、今後さらに、原因物質や発生源を

　は握し、対策を進めなければなりません。

　水質の汚濁については、主な河川においては、大幅に改善され、きれい

　になってきています。しかし、市街地を流れる一部の河川では、家庭か

　らの生活排水などの影響を受けて、まだ、汚濁がみられるため、今後さ

　らに、下水道の整備や、川の流れをよくするための浄化水の導入など総

　合的な防止対策を進めることが必要となっています。

　　カドミウムによる農地の土壌汚染については、55年度から神通川流域

　において、第1次地区の108haについて、復元事業が進められており、引

　き続き、第2次以降についても準備が進められております。

　　地下水については、条例によって、くみ上げ量の多い地域で規制を行っ

　ていることもあって、近年の地下水位の状況はおおむね横ばいに推移し

　ております。

　　また、日常生活によって生ずるごみや、し尿などの一般廃棄物につい

　ては、年々、処理施設が整備されてきており、工場から生ずる産業廃棄

　物についても、近年、省資源時代を反映して再利用がかなり進んでいま

　す。



(1)大気汚染－きれいになった空を守るために、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ブルースカイ計画を進める－

　　本県における大気の状況は、大気汚染防止法による規制やブルース

　カイ計画*1の推進により、主な汚染物質である硫黄酸化物や窒素酸化

　物の環境基準*2が全観測局において達成されるなど、きれいな空に

　なっています。

　　このような大気の状況を監視するために、図1のとおり、現在、県

　内38か所に観測局を設け、環境の濃度を常時測定しています。また、

　このうち主な17局については、汚染の状況が直ちに分かるように、観

　測局と県庁内の中央監視室をテレメーター装置で結び、光化学スモッ

　グなど、大気汚染の状況が悪化した場合に備えています。

　　主な汚染物質の環境基準達成率と環境濃度の推移は、表1と図2に

　示すとおりです。

　硫黄酸化物については、大気汚染防止法の規制の強化にあわせて、

県では、47年度にブルースカイ計画をつくり、工場に対し、硫黄分の

少ない燃料を使用することや排煙中の硫黄分をとり除く装置を設ける

よう指導してきました。また、一方では、省エネルギーなどの影響で

燃料使用量が減少したこともあって、図3のとおり、56年度の硫黄酸

化物の排出量は、48年度に比べて5分の1に減少しました。

*1〔ブルースカイ計画〕　工場などから出る硫黄酸化物や窒素酸化物の量を削減

　　　し、きれいな空を守っていくため、県が47年度から進めている計画です。

*2〔環境基準〕　人の健康や生活環境を守っていく上で、維持されることが望まし

　　　い環境の目標となる基準で、公害対策基本法に基づき、現在、大気、水質

　　　及び騒音について定められています。





　その結果、環境の濃度は、48年度の平均0.036ppmに比べて、56年度

は平均0.011ppmと3分の1になり、高いところと低いところの差が

年々縮まってきているのが目立ちます。また、主な観測局についてみ

ると、図4のとおり、48年度に比べて最近は非常に改善されています。

　また、環境基準については、48年度には全観測局の半数が基準をこ

えていましたが、51年度以後は全部達成しており、56年度も環境基準

の0.04ppmよりずっと低い濃度でこれを維持しています。





　県では、56年度に改定したブルースカイ計画により、従来の燃料に

含まれている硫黄分による指導を硫黄酸化物の排出量による指導に改

め、引き続き環境基準を維持するよう計画を推進していきます。

　窒素酸化物については、大気汚染防止法の規制の強化にあわせて、

県では、ブルースカイ計画により、49年度から工場に対し、燃焼方法

の改善や良質な燃料の使用などを指導してきました。

　その結果、環境の濃度は、48年度には平均0.039ppmでしたが、その

後は0.025ppm前後になり、56年度も0.023ppmとほぼ横ばいの状況で

す。

　また、環境基準は、0.04～0.06ppmの範囲内又はそれ以下となって

おり、従来から全観測局においてこの基準を達成しています。特に、

51年度以後は全観測局が0.04ppm以下となり、56年度もこれを維持し

ています。

　県では、硫黄酸化物と同様、引き続き環境基準を維持するようブルー

スカイ計画を推進していきます。

　浮遊粉じんについては、性能の良い集じん機の設置や燃焼方法の改

善などの指導をしてきましたが、環境の濃度は、従来から平均0.10mg/

m3程度でほとんど変わらず、56年度も0.09mg/m3とほぼ横ばいの状況

です。

　環境基準については、56年度の達成率が79%で、前年度よりやや改

善の傾向がみられますが、今後とも工場などから出る粉じんが環境に

及ぼす影響を調査し、対策を進めることにしています。

　光化学オキシダントについては、各観測局とも、春先から夏場にか

けて年間わずかに(総測定時間の0.3～2.3%)環境基準をこえること

がありますが、ここ数年、注意報などを発令するような状況には至っ

ていません。

　そのほか、一酸化炭素については、全観測局において環境基準を達

成しています。



(2)水質汚濁－もどりつつある清流。

　　　　　　　　　　　　　　　中小都市河川の汚濁が課題－

　　県内の川や海の水質の状況は、水質汚濁防止法により規制を強化し

　たことによって、全体として年々きれいになってきています。

　　しかし、街の中を流れている一部の川では、家庭からの生活排水な

　どによってまだ汚れがみられます。

　　県では、これらの川や海の水質の状況を監視するため、図5のとお

　り、現在27の川で88地点、富山湾で30地点の合計118地点で、定期的に

　水質の測定を行っています。

　　これらの地点では、それぞれ環境基準が定められており、その達成

　状況は、水銀やカドミウムなどの人の健康に関係する項目では、46年

　度以降すべての川や海で環境基準を達成維持しています。

　　また、水の汚れを表わすBODやCODの項目については、表2のと

　おり川の達成率は、80%前後から最近は90%前後としだいにきれいに

　なってきています。一方、海では56年度に初めて全地点で環境基準を

　達成しました。





　つぎに、県内の川や海の水質の推移をBODまたはCODでみます

と、図6、7のとおり、従来汚れがみられた小矢部川や神通川などは

環境基準をあてはめた時と比べて著しく改善され、最近はきれいに

なってきております。また、庄川や黒部川などは現在もその清流を保っ

ています。

　しかし、中小の川のうち、家庭からの生活排水の影響が多くみられ

る都市河川は、その他の川に比べていまだに汚れています。

　一方、海は安定したきれいな水質を維持しています。

　また、地点ごとの水質の状況は、図8のとおり、ほとんどの地点は

環境基準のAA〔BOD1ppm〕～B類型*1〔BOD3ppm〕に相当す

るきれいな水質を維持していますが、一般に下流になるに従い、工場

や家庭からの排水によって汚れがみられ、とくに街の中を流れている

川や流れがよどんでいる川の汚れがめだちます。

　これらの汚れた川をもとの清流に取り戻すため、現在、下水道の整

備やきれいな水を引き入れる事業などが進められていますが、今後こ

のような中小都市河川の対策をさらに一層進める必要があります。

*1〔水質の環境基準の類型〕川や海の水質の環境基準は、水の利用目的に応じて、

　　　川の場合はAA～E類型の6つに、また海の場合はA～C類型の3つに分

　　　類されています。

　　　　川のAA類型とか、海のA類型はもっともきれいな水質です。







(3)騒音、振動、悪臭－減少してきた工場騒音の苦情－

　　日常生活で、さまざまな音やにおいを体験しますが、そのうち｢好

ましくない音(騒音)｣や｢不快なにおい(悪臭)｣は、身近な公害で

　す。

　　このため県では、騒音規制法、振動規制法、悪臭防止法や公害防止

　条例により規制しています。

　　騒音、振動や悪臭の状況を、県や市で受けつけた苦情件数からみま

　すと、騒音、振動は、図9のとおり、47年度をピークに年々減少して

　きましたが、56年度は82件で前年度と比べて増加しました。最近の傾

　向をみると、工場による苦情はもっとも多くなっていますが、防音工

　事や工場移転などの指導により減少してきています。一方、商店、飲

　食店や一般家庭からの近隣的な苦情がやや増加しています。

　　また、悪臭については、図10のとおり、47年度をピークに年々減少

　してきており、56年度は54件で、このうち約半数が畜産業によるもの

　です。





(4)土壌汚染－1次地区の土壌復元が進む－

　　農用地の汚染原因となる物質として、カドミウム、ひ素、銅の3物

　質が、土壌汚染防止法で定められています。

　　本県では、このうちカドミウムにより汚染された農用地として、図11



　のとおり、神通川流域で1,500.6ha、黒部地域で129.5haのあわせて

　1,630.1haが指定されています。

　　このうち、神通川流域の108haについては、55年2月に第1次地区

　として、土壌汚染防止法及び事業者負担法により、表3のとおり、き

　れいな土壌に復元するための計画をつくり、事業を進めています。

　　なお、第2次地区についても、計画をつくるための準備作業を進め

　ています。

　　また、黒部地域については、農用地の土地利用についての地元調整

　を終えたうえで、計画を策定することにしています。

(5)地下水－地下水位は横ばい－

　　本県は、全国的にも降水量が多く、豊富な地下水に恵まれており、

　産業活動や日常生活において多大の恩恵を受けております。

　　県では、この地下水を適正に利用するため、地下水採取条例により、

　富山市、高岡市、新湊市およびその周辺の地域について、規制してい

　ます。

　　地下水位の観測は、現在、図12のとおり、富山、高岡、黒部の名地

　域で計20か所の井戸により観測しています。

　　地下水位の状況は、図13のとおり、全体的にみておおむね横ばいに

　推移しています。

　　地域別にみますと、富山地域ではほぼ横ばいで、高岡地域ではゆる

　やかに回復してきています。また、黒部地域では、年によっての変動

　がありますが、全体として横ばいとみられます。



　なお、地下水への海水の混入は、富山新港を中心とした海岸部と小

矢部川の河口付近にみられますが、ここ数年変化がみられません。

　また、地下水の採取量は、図14のとおり、富山、高岡両地域で、こ

こ数年、1日当たり60万m3程度とみられますが、工業用に使われてい

る地下水は、条例による規制や合理的な利用により、年々減少してい

る。一方、融雪用に利用される地下水は、最近、冬期間に増加する傾

向にあります。

　地下水をくみあげることで引き起こされる地盤沈下は、本県ではみ

られません。





(6)廃棄物－徐々に進む有効利用－

　　廃棄物は、日常の生活によって生じる家庭からのごみやし尿などの

　一般廃棄物と工場などの事業活動によって生じる燃えがら、汚でい、

　廃プラスチック類などの産業廃棄物に大別されます。

　　一般廃棄物については、市町村が収集し処理を行っており、その処

　理量は図15のとおりほとんど横ばいとなっています。

　　55年度に排出されたごみの量は図16のとおり35万tで、この収集

状

　況は市町村の収集によるものが77%、直接搬入によるものが23%と

　なっています。この大部分の可燃物は、23か所の市町村や広域圏で設

　置されているごみ焼却施設で焼却され、そのほかは24か所のごみ埋立

　地に埋立されています。





　なお、冷蔵庫や家具などの粗大ごみは4か所の粗大ごみ処理施設で

圧縮や破砕を行い処理されています。

　一方、し尿の収集および処理の状況は図19および20のとおり、くみ

取りによる収集人口は59万人(総人口比53%)、下水道などにより水

洗

化されている人口は34万人(同30%)となっており、そのうちし尿浄

化槽の人口は21万人(同18%)となっています。くみ取りで収集され

たし尿と、家庭などの浄化槽で生じる汚でいは31万klで、そのほとん

どは市町村や広域圏などで設置されている11か所の処理施設で処理さ

れています。

　また、し尿浄化槽については環境汚染防止のためし尿浄化槽指導要

綱に基づき、設置工事から維持管理までそれぞれの責任体制を明確に

させるなど指導の強化を図っています。

　産業廃棄物については56年度に実態調査を行いましたが、その結果

は図22のとおり55年に事業活動に伴って排出されたものの総量は41
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万tとなっています。これは前回調査した51年の総量437万tと比べる

と近年の省資源時代を反映して有効利用が進み、排出量も減少してい

ます。総量413万tのうち自社で再利用したり、燃料や他の原料として

売却されるなど資源として再利用されたものが145万tで、残りの268

万tが汚でいを中心とする産業廃棄物となっています。

　産業廃棄物の処理については図23のとおり、焼却、脱水などの中間

処理され、最終的には59万tが埋立され、36万tが再利用されていま

す。

　産業廃棄物は排出事業者が処理することとされているため、できる

限り減量化し、有効利用を図ることが重要で、こうしたことから本県

では、汚でいや鉱さいなど一部ではかなり有効利用が進んでいますが、

さらに促進するために事業所間で廃棄物が相互に利用されるよう情報

の交換に努めています。



　また、産業廃棄物の処理によって、水質の汚濁などの二次汚染が発

生しないよう、排出事業所や処理業者などに適正な処理について指導

を行っています。

(7)その他

　ア　公害に関する苦情

　　　公害の苦情などを処理するために、公害審査会や、公害苦情相談

　　員を設けて、苦情の受付を行ない、より早く適正な解決に努めてい

　　ます。

　　　県や市町村で受付した大気の汚染や水質の汚濁などの典型7公

　　害*1にかかる苦情の件数は、図24のとおり、47年度の545件をピーク

　　に年々減少を続けてきましたが、ここ数年は、ほぼ横ばいの状況に

　　あり、56年度においては235件と多いときの半分以下に減少していま

　　す。

　　　これらの苦情の発生は、図25のとおり、生産工場によるものが、

*1〔典型7公害〕大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈

　　　下及び悪臭のことをいいます。





もっとも多く、次いで畜産業、商店・飲食店などとなっており、近

年は、生産工場からのものが、年々減少しているのに対し、商店・

飲食店などによるものが増加しています。

　さらに、人口100万人当たりに換算した苦情の発生状況は、図26の

とおり、本県は全国に比べて2分の1以下で、苦情発生の少ない県

となっています。

イ　公害防止計画の推進

　　公害防止計画は、工場が集中して立地している地域など公害防止

　の対策を総合的かつ計画的に進めなければならない地域について県

　が国の承認を受けて計画するもので、現在、全国の31都道府県、47

　地域において進められています。

　　本県では、49年12月に富山・高岡地域について、53年度を目標と

　した公害防止計画をつくり、54年度において、計画の効果や事業の

　進捗状況などを種々検討した結果、その成果は認められましたが、



なお引き続き総合的に公害対策を進める必要があるとみられたため、

表4のとおり、54年度を初年度とする新しい5か年計画をつくり、

さらに対策を進めているところです。

ウ　グリーンベルト造成事業の推進

　　富山新港工業地帯からの公害を防止し、地域の住民の方々に憩い

　と豊かな緑、レクリエーションの場を提供するために、富山新港地

　区の西側に、平均幅員約150m、総延長約1,700m、面積約25haの

　グリーンベルトの造成事業を進めています。

　　この事業は、51年度から、公害防止事業団において、野球場や陸

　上競技場、テニスコートなどのスポーツ施設のほか、名種のユニー

　クな施設をもつ、大規模な緩衝緑地として、建設工事が進められて

　おり、本年10月に完成する予定になっています。

　　主な施設の内容は、緑地には松をはじめ、ケヤキ、桜、ピラカン

　サスやツゲなど約80種類に及ぶ樹木約10万本が植えられ、桜の並本

　やドングリ広場、万葉の森などを造り遊歩道で連絡しています。ま

　た、スポーツ施設のうち、野球場は、硬式もでき、電光掲示板など

　を備え、内野席には1,000人の観客を収容できます。陸上競技場は、





　トラックで300mがとれるほか、サッカーなどもできるもので、メイ

　ンスタンドには、1,500人の観客を収容することができます。さら

　に、テニスコートは硬式用が4面あります。このほか、冬には、子

　どもがスキーもできるスロープ広場や、芝生広場、舗装広場、駐車

　場、ベンチ、パーゴラなどが設けられ、住民に親しまれる緑地をめ

　ざしています。

エ　公害防止のための融資制度

　　中小企業における公害防止施設の整備を円滑に進めるために、金

　融機関と協力して、中小企業公害防止資金融資制度を設けています。

　融資は、個別処理施設については2,000万円、共同処理施設について

　は4,000万円を貸付限度額として、7年以内に返済することになって

　います。

　　なお、56年度からは、借入手続を簡素化するとともに、従来の利

　子補給制度との併用方式を廃止して、利子の安い融資制度(貸付利

　率5.0%)のみにしています。

　　このほか、中小企業の公害防止施設整備の融資制度としては、中

　小企業設備近代化資金、農業近代化資金などがあり、これらを含め

　た融資状況は表6のとおりとなっています。



2　自然環境の現況

　　本県は、東に日本を代表する立山連峰、南に飛騨高原山地に続く山々、

　中央から西にかけては丘陵地があり、北は富山湾に面しています。また、

　立山連峰を源として流れ出す各河川によりつくり出された扇状地によっ

　て、富山平野が形づくられています。

　　地形のけわしさの目やすとなる起伏量*1は、図28のとおり県東部で大

　きくなっており、この本県特有のけわしい地形などによって、県東部を

　中心にすぐれた自然がよく保存されています。

　　このことは、環境庁の行った｢緑の国勢調査｣*2において、自然度の高

*1〔起伏量〕　一定面積内の最高地点と最低地点の標高差のことで、起伏量が大き

　　　いほど平均傾斜も大きくなります。

*2〔緑の国勢調査〕　わが国の自然環境の現況を把握し、自然環境保全の基礎資料

　　　とするため、環境庁が実施した調査です。



い原生的な植生区域(自然度10・9)の県土面積に占める割合が全国平均

よりも相当高く、本州第1位にランクされていることからもわかります。

　このように、本県にはすぐれた自然環境の残されている地域が多いの

で、自然環境の現況を把握するために植生など自然に関する各種調査を

行うとともに、現在自然環境保全地域を9か所、県立自然公園を5か所

指定し、国立公園及び国定公園とあわせて、これらの貴重な自然環境の

保全とすぐれた自然環境の適正な利用とを図っています。また、自然保

護指導員、鳥獣保護員やナチュラリスト*1などの活動によって、自然保護

思想の普及を図っています。

(1)植生－高い本県の植生自然度－

　ア　植生の概況

　　　本県は、地形的に非常に標高差が大きいため、高さ別の植物の分

　　布状況は複雑で興味あるものになっています。

　　(ア)高山帯、亜高山帯(標高1,600m以上)

　　　　高山帯は植物にとって厳しい生育条件であるため、わずかにハ

　　　イマツ群落と高山草原がみられるだけです。なお、後立山一帯の

　　　白馬連山高山植物帯は、国の特別天然記念物に指定されています。

　　　亜高山帯になると、オオシラビソ、ダケカンバなどの森林限界地

　　　帯の植生となっています。

　　(イ)山地帯(標高1,600m～500m)

　　　　山地帯は、主な河川の上、中流域にあって、そのほとんどが保

　　　安林などになっており、県土を保全するうえからいって重要な地

　　　域です。植生はブナを主体とする天然林が中心で、標高の高い地

　　　域にはクロベ、コメツガなどの常緑針葉樹林が局地的に発達して

　　　います。また、標高が低い地域は、わりと人の影響を多く受け、

*1〔ナチュラリスト〕県が自然保護の重要性を広くPRするために設けている富

　　　山県自然解説員をいいます。



　ミズナラの二次林*1やスギ、カラマツの植林地になっています。

(ウ)丘陵帯(標高500m以下)

　　射水丘陵をはじめとして、県内に広く分布する丘陵帯は、古く

　から人間が生活の場として利用してきた地域で、大部分がコナラ、

　アカマツなどの二次林になっています。また、谷筋や斜面部はス

　ギの造林地になっており、林業生産の重要な場所になっています。

　このため自然植生は一部の社寺林等に残されているにすぎません。

*1〔二次林〕　コナラ林など、伐採や火災などにより森林が破壊されたあとに、自

　　　然に生じた森林のことです。



(エ)平野地帯、海岸地帯

　　平野部は、主に農耕地や住宅地、工場用地などになっています

　が、一部の扇状地の末端部には、ハンノキ群落やスギ林のみられ

　るところもあります。

　　クロマツに代表される海岸林はおおむね保安林として管理され

　ており、県東部の園家山には砂丘植生が残されています。

　　また、氷見海岸や宮崎海岸の一部には、シイやタブノキなど暖

　帯性の樹林がみられるところもあります。





　イ　植生自然度

　　　環境庁が実施した自然環境保全基礎調査(緑の国勢調査)による

と、図31のとおり、自然度の高い原生的な植生区域(自然度10・9)

の県土面積に占める割合は30.9%と全国平均22.8%よりも相当高く、

北海道、沖縄に次いで全国第3位、本州では第1位にランクされて

おり、貴重な自然がよく保存されていることがわかります｡

特に県東部の山岳地帯では、自然度10・9のすぐれた自然がそこな

われることなく現在まで引き継がれてきています｡

(2)鳥獣－多様な自然と多種類の野生鳥獣－

本県は標高0mから3,000mといった日本でも有数の大きな標高

　差を持っています。この垂直的な広がりのなかに、海岸、河川、湖沼、

　田畑、原野、丘陵、森林、高山など、多様な自然が含まれています。

　このため県土面積の割には他県に比べ多種類の野生鳥獣がすんでおり、

　鳥類では285種、獣類では37種がそれぞれ確認されています。なお、そ

　のうちでライチョウとカモシカは特別天然記念物であり、それぞれ県

　鳥、県獣に指定されています。

　ア　鳥類

　　　海洋には、冬鳥として、氷見海岸周辺等にウミガラス、ウミウな

　　どがやってくるほか、マガモやカルガモなどの水面でえさをとるカ

　　モ類も休息しています。

　　　沿岸部各地には、クロガモなどの水にもぐってえさをとるカモ類

　　やオジロワシやミサゴのように海辺で食物をとっているワシタカ類

　　もしばしばみられます。なお、太平洋岸のように干満潮の差が大き

　　くないので、シギ類やチドリ類は海辺の砂礫地のほか、河口部、海

　　岸付近の埋立地にすんでいます。ことに、黒部川と常願寺川の河口

　　部や新湊の海岸埋立地には、春と秋の渡りの時期に多種類の鳥が訪

　　れ、休息します。



　内陸部の水辺のうち河川には、カワセミ、セキレイ類、サギ類や

陸ガモ類、渓流にはヤマセミ、キセキレイやオシドリ、湖沼には陸

ガモ類やカイツブリがすんでいます。ことに、小杉町の恩坊池、富

山空港付近の神通川は、カモ類の休息水面となっており多数すんで

いるほか、富山市の田尻池には、毎年オオハクチョウがやってきま

す。また、河原、湿田やアシのはえているところには、タゲリ、ヨ

シキリ類やシギ類が集まってきます。ことに、常願寺川河口付近に

は、県下最大のサギ類の集団営巣地があり、4月から8月頃には県

内全域から繁殖のため集まってきます。

　農耕地や草原には、いろいろな小鳥類がすんでいます。このうち、

カラス、スズメ、キジバト、トビなどは都市部にもすんでいます。



　　　本県では、キジが大河川の河川敷を繁殖地としており、全国的に

　　も生息密度が高いことで知られています。

　　　森林のうち低山帯や山地帯は、多くの種類の鳥が生息・繁殖する

　　ところで、カラ類、キツツキ類、ウグイス類、ホオジロ類、フクロ

　　ウ類やワシタカ類などがすんでいます。本県は、ツグミなど冬鳥の

　　主要な通り道や越冬地となっており、これら渡り鳥を研究するため

　　の国設1級婦中鳥類観測ステーション*1が婦中町高塚に設置されて

　　います。

　　　亜高山帯には、ウソやホシガラスなどがすんでいます。高山帯に

　　は、ライチョウなどがすんでおり、イヌワシ、アマツバメなども時

　　おりやってきます。

　イ　獣類

　　　平野部には、イタチやノネズミ類がすんでいます。森林には多く

　　の種類の獣がすんでおり、その主な種類は、サル、ノウサギ、タヌ

　　キ、カモシカなどです。しかしながら、冬に雪が多く積もるため、

　　本県にはイノシシやシカはすんでいません。亜高山帯から高山帯に

　　は、ヤマネやオコジョがすんでいます。

　　　このように、良好な自然環境と多種類で多数の野生鳥獣を有する

　　本県では、鳥獣保護の観点から図33のとおり鳥獣保護区を28か所設

　　定しており、その面積も81,578haと県土面積の約20%を占めてい

　　ます。

(3)自然公園等　－自然を守り利用するために－

　ア　自然公園

　　　本県のすぐれた自然の風景地を、できるだけ自然のままの姿で保

　　護するとともに、その適正な利用の増進を図るために、図34及び表

*1〔国設鳥類観測ステーション〕　鳥類をカスミ網で捕獲し、標識(足輪)をつけ

　　　て放し、その移動や生態を調べる環境庁の施設です。







　7のとおり2か所の国立公園、1か所の国定公園、5か所の県立自

　然公園、6か所の県定公園を指定しています。

イ　自然環境保全地域

　　本県の良好な自然環境を、将来の県民に引き継いでいくことがで

　きるよう適正に保全するために、図34及び表7のとおり9か所の自

　然環境保全地域を指定しています。

ウ　県民公園

　　県のほぼ中央部に位置する富山、小杉、婦中、砺波の4市町にま

　たがる射水丘陵地帯約2,500haにわたり、自然と人間との調和を基

　調とし、｢県民のだれもが利用できる総合レクリェーションセン

　ター｣、｢手軽に利用できる近郊レクリエーション地｣、｢青少年の育

　成の場｣として置県百年をめざして県民公園の整備を進めています。

　　県民公園は図35のとおり、A、B、C、Dの4地区とサイクリング

　ロードに区分されています｡このうちD地区は、50年に開園以来、｢頼

　成の森｣として親しまれ利用されてきています。

　　C地区では、54年に｢いこいの村｣が開かれ、さらに56年には｢自

　然博物園センター・ねいの里｣が開園しました。この施設は、｢自然

　に親しむ、自然に学ぶ、自然を守り育てる｣をテーマとした展示館

　及び自然かんさつ路や野鳥の庭などのフィールドからできており、

　自然保護教育、環境教育の拠点として活用されています。

　　A地区は、｢太閤山ランド｣として58年の開園をめざして、｢集い楽

　しむ｣をテーマに、こどもの国ゾーン、スポーツゾーンなどを主体

　に整備が進められています。

　　サイクリングロードは、52年に富山～大門間15kmが開通し、富

　山、大門の両センターに貸し自転車を備え、県民に利用されてきて

　います。また、太閤山ランドから自然博物園を経て頼成の森に至る

　遊歩道として、｢公園街道｣の整備を進めていますが、本年中には開

　通の見込みです。





第2節　環境行政の歩みと今後の展開

1　環境行政の歩み　－高度経済成長から安定成長下の環境行政ヘ－

　　本県では、神通川流域において、早くからイタイイタイ病が問題となっ

　ていましたが、経済活動が飛躍的な成長をとげた30年代後半から40年代

　前半にかけ、臨海工業地帯を中心に、大気の汚染や水質の汚濁などのい

　わゆる産業公害が顕在化しました。

　　このため、43年に制定した公害防止条例を45年に、全面改正するとと

　もに、公害部と公害センターを設けました。さらに49年度には自然保護

　の部門を含めるなど、機構の整備を図りながら、公害防止対策の推進と

　自然環境の保全に努めてきています。

　　公害防止に係る諸施策については、大気の汚染対策として、47年度か

　らブルースカイ計画を定め、工場に良質な燃料の使用や、燃焼方法の改

　善を指導するとともに、水質の汚濁についても、46年から、県内の主な

　河川に環境基準をあてはめ、排水基準をより厳しくするなどの対策を進

　めてきています。

　　騒音、振動、悪臭についても、発生施設への規制や指導を進めたほか

　51年度には、本県の豊富な地下水を適正に利用していくため、条例を制

　定し、地域の特性に応じ、地下水のくみ上げを規制してきています。

　　また、大気や水質の状況をは握するため、県と市町で38か所に大気の

　観測局を整備するとともに、水質についても、小矢部川に監視所を設け

　たほか、主な川や海の118地点で定期的に測定を行っています。

　　さらに、公害センターの機構を拡大し、各種の試験機器や測定車を配

　備するなど、試験や研究のための体制も整備してきています。

　　そのほか、49年度に定めた富山・高岡地域の公害防止計画を54年度に

　改定したほか、51年度から富山新港地区で、グリーンベルトの造成事業



を開始し、さらに55年度から神通川流域で、カドミウム汚染田の土壌の

復元事業に着手するなど、環境の整備面についても各種の事業を展開し

てまいりました。

　自然環境の保護については、46年の県立自然公園条例の制定をはじめ

とし、47年に、自然環境保全条例を、48年には自然環境保全基本方針を

策定し、県立自然公園や自然環境保全地域を順次指定してきました。ま

た野生鳥獣を保護するため、鳥獣保護区の指定、拡大を図るとともに自

然保護指導員やナチュラリストの設置、自然保護読本の作成、さらに51

年の立山自然保護センターの開設、56年の自然博物園センターの開設な

ど自然保護思想の普及啓もうに努めてきました。その他、自然環境の健

全利用を推進するため、国立、国定、県立、県定の自然公園及び国民休

養地の各種利用施設を整備するとともに、県民公園頼成の森やサイクリ

ングロードの建設等の施策も併せて進めています。

　また、県民の理解と協力のもとに、環境週間や愛鳥週間、緑化週間に

は各種の行事を行うとともに、川や海をきれいにする運動を行い、環境

の保全思想の高揚に努めてきました。

　56年度に環境保全のため実施した主な施策は次のとおりです。

(1)経済情勢の変動やエネルギーの多様化にあわせて良好な大気の状況

　を維持していくため、ブルースカイ計画を改定し、58年度までの工場

　に対する指導目標を定めました。

(2)富山市の市街地を流れ、市民に憩いの場として親しまれている松川

　に環境基準のあてはめを行い、今後、下水道の整備や流れをよくする

　ために浄化水を導入するなど、水質を改善していくための総合的な対

　策を進めていくことになりました。

(3)県民が自然探勝やレクリエーション、あるいは自然の学習や研究の

　場として気軽に利用できる自然博物園センターを設置しました。

(4)凝灰角礫岩や石灰岩地帯の特異な地形とすぐれた天然林を有する八

　尾町日尾御前地区を自然環境保全地域として追加指定しました。



2　今後の環境行政　－公害の防止からよりよい環境の実現へ－

　　これまで実施してきた一連の環境保全の対策によって、本県の大気の

　汚染や水質の汚濁などは著しく改善されてきました。

　　しかし、浮遊粉じん、光化学オキシダントによる大気の汚染や家庭か

　らの生活排水による水質の汚濁など、一部には、まだ環境基準をこえて

　いるものがあるほか、近年の都市化の進展や生活水準の向上に伴って、

　いわゆる都市・生活型の公害も問題となってきています。

　　一方、環境問題に対する人々のニーズも、きれいな空気や静けさ、潤

　いのある水辺、豊かな緑へと、より身近な生活の快適さを求めるなど、

　多様で高度なものとなってきています。

　　さらに、最近のエネルギー情勢を反映して、石炭などの石油にかわる

　エネルギーの開発や利用が進むものと予想され、今後、それに対する環

　境保全面からの対応も必要となってきています。

　　このような情勢の中にあって、これからの環境行政は、県民の健康を

　まもりさらによりよい環境を実現するため、これまで実施してきた公害

　防止と自然環境の保全といった基本的な対策をより一層進めるとともに、

　環境の汚染を未然に防止するため、環境影響評価の実施や、地域の自然

　や社会的な特性に応じた適正な土地利用など、先見的で総合的な施策が

　必要となってきています。

　(1)快適な環境づくりの推進

　　　県民の環境へのニーズは、生活水準の向上などに伴って、近年、静

　　けさや、豊かな緑、潤いのある水辺といった自然とのふれあいなど、

　　質的な豊かさ、心の豊かさへと変化、多様化し、より快適な環境の創

　　造へと関心が高まってきています。

　　　このため、これからの環境行政は、このような県民のニーズにこた

　　えるため、従来からの、公害の防止や自然環境の保全といった対策は

　　もとより、地域の文化、歴史環境の保全をも含めるなど、総合的、計



　画的に、より快適な環境づくりを推進していく必要があります。

(2)環境汚染の未然防止

　　県民の健康と生活環境をまもるため、環境基準の維持・達成を目標

　とする施策を展開してきましたが、さらによりよい環境をつくること

　をめざし、積極的に環境汚染の未然防止を図っていくことにしており

　ます。このため、これまでの実績を踏まえて、公害防止条例による事

　前協議や、土地対策要綱による事前審査制度を十分に活用するととも

　に、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある開発行為については、事

　前に、環境に与える影響を十分に調査し、予測を行い、汚染の発生を

　未然に防止するといった環境アセスメント的な手法を取り入れた先見

　的な環境施策を一層推し進める必要があります。そのためには、地域

　の自然的、社会的な条件や汚染物質がどの程度地域に影響を与えるか

　などの基礎的な環境に関する情報を的確には握し、地域における望ま

　しい環境のあり方を明らかにするなど、地域環境管理の推進を図って

　いく必要があります。

(3)環境基準の達成維持

　　現在、環境基準を達成している大気の硫黄酸化物や窒素酸化物ある

　いは主な河川におけるBODなどは、今後ともこれを維持するよう努

　めることにしております。

　　また、最近の厳しいエネルギー情勢のもとにおいて、良質燃料の安

　定的な確保や石炭などへの燃料転換に伴う汚染防除技術の進展などに

　あわせてブルースカイ計画を進めるなど、経済社会の変化に即応した

　環境保全のための施策を引き続き推し進めていきます。

　　環境基準を超えている浮遊粉じんや、光化学オキシダントについて

　は、発生源の実態は握と、環境への影響について、さらに調査を進め、

　なお一層の改善策を検討していく必要があります。

　　一方、市街地を流れる一部の都市河川における生活排水対策として

　は、下水道の整備や、川の流れをよくするための浄化水の導入などを



　さらに進め、環境基準を早期に達成する必要があります。

(4)自然環境の保全

　　県民が健康で決適な生活を営むためには、良好な自然環境の確保が

　何よりも大切となっています。

　　本県の自然環境は、多種多様で変化に富んでいますが、このかけが

　えのない祖先伝来の遺産を、末ながく保全してゆく一方、新しい自然

　環境をつくりだすため、適正かつ有効な土地利用に配慮しながら、強

　力にその施策を推進していかなければなりません。

　　このためには、自然環境保全地域の指定と適正な管理、国立公園、

　県立自然公園等の保護と管理の強化、鳥獣保護区の充実による野生鳥

　獣の保護並びに自然保護思想の普及などを進めていくとともに、無秩

　序な開発によって、自然が破壊されないよう総合的な自然保護施策を

　推進する必要があります。





　　第2章　環境の現況及び環境保全に

　　　　　　　　　関して講じた施策

第1節　大気汚染の現況と対策

1　大気汚染の現況

(1)汚染物質別の大気汚染の状況

　　ア　硫黄酸化物

　　　　二酸化硫黄の測定は、導電率法により常時観測局35局(富山地区13局、

　　　高岡・新湊地区17局、その他の地区5局)において実施した。

　　　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表8及び図36のとおりであり、

　　　56年度を地区別にみると、次のとおりであった。

　　　〔富山地区〕

　　　　　年平均値は、0.004ppm(富山南部及び水橋観測局)～0.008ppm(婦中観

　　　　測局)で、55年度と比べると、わずかに高い値を示したのは13局中6

　　　　局で、他の局はいずれも横ばい又は低い値を示した。

　　　〔高岡・新湊地区〕

　　　　　年平均値は、0.003ppm(小杉観測局)～0.008ppm(高岡本丸及び高岡波

　　　　岡観測局)で、継続して測定している16局を55年度と比べると、わず

　　　　かに高い値を示したのは4局で、他の局は横ばい又は低い値を示した。

　　　〔その他の地区〕

　　　　　年平均値は、0.002ppm(滑川田中観測局)～0.006ppm(滑川大崎野観測

　　　　局)で、継続して測定している3局を55年度と比べると、わずかに高

　　　　い値を示したのは1局で、他の2局は横ばい又は低い値を示した。

　　　　　これらの測定値を経年的にみると、年々減少してきている。これは、

　　　　工場等に対する排出規制の強化、硫黄酸化物環境保全計画の推進によ

　　　　る低硫黄燃料への移行や経済情勢の変動に伴う燃料使用量の減少によ



るものと思われる。

　また、測定結果を二酸化硫黄に係る環境基準と比べると、表9のと

おり、56年度もすべての観測局(35局)がこれに適合していた。









イ　浮遊粉じん

　　浮遊粉じんの測定は、光散乱法により常時観測局34局(富山地区12局、

　高岡・新湊地区17局、その他の地区5局)において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表10及び図37のとおりであり、

　56年度を地区別にみると、次のとおりであった。

　〔富山地区〕

　　　年平均値は、0.03mg/m3(岩瀬大町、草島等7観測局)～0.04

mg/m3

　　　(岩瀬蓮町、富山県庁等5観測局)で、55年度と比べると、わずかに

　　高い値を示したのは12局中1局で、他の局は横ばい又は低い値を示し

　　た。

　　〔高岡・新湊地区〕

　　　年平均値は、0.02mg/m3(高岡立野及び新湊七美観測局)～0.0

4mg

　　/m3(高岡本丸、新湊三日曽根等10観測局)で、継続して測定してい

　　る16局を55年度と比べると、わずかに高い値を示したのは3局で、他

　　の局は横ばい又は低い値を示した。

　　〔その他の地区〕

　　　年平均値は、0.03mg/m3(滑川大崎野、黒部市庁及び福光町荒木観

　　測局)～0.04mg/m3(滑川田中及び砺波市林観測局)で、継続して測

　　定している3局を55年度と比べると、すべて横ばいの値を示した。

　　　これらの測定値を経年的にみると、ここ数年ほぼ横ばいであり、ま

　　た臨海工業地帯、市街地及びその他の地域との間には、差異はみられ

　　なかった。

　　　また、測定結果を浮遊粉じんに係る環境基準と比べると、表11のと

　　おりであり、観測局34局のうちこれに適合していたのは、富山地区9

　　局、高岡・新湊地区15局、その他の地区3局の計27局で、適合率は79

　　%であった。









ウ　窒素酸化物

　　二酸化窒素の測定は、ザルツマン比色法により常時観測局26局(富山

　地区9局、高岡・新湊地区14局、その他の地区3局)において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表12及及び図38のとおりであり、

　56年度を地区別にみると、次のとおりであった。

　〔富山地区〕

　　　年平均値は、0.008ppm(富山南部観測局)～0.015ppm(富山県

庁観測局)

　　で、55年度と比べると、わずかに高い値を示したのは9局中2局で、

　　他の局は横ばい又は低い値を示した。

　〔高岡・新湊地区〕

　　　年平均値は、0.008ppm(高岡波岡、高岡立野及び新湊今井観測局)～

　　0.019ppm(新湊塚原観測局)で、継続して測定している13局を55年度

　　と比べると、わずかに高い値を示したのは1局で、他の局は横ばい又

　　は低い値を示した。

　〔その他の地区〕

　　　年平均値は、0.007ppm(滑川田中及び福光町荒木観測局)～0.011

ppm

　　(砺波市林観測局)で、継続して測定している滑川田中観測局を55年

　　度と比べると、やや低い値を示した。

　　　これらの測定値を経年的にみると、ほぼ横ばいであった。

　　　また、測定結果を二酸化窒素に係る環境基準と比べると、表13のと

　　おり、56年度もすべての観測局が1日平均値0.04ppm以下のレベルで適

　　合していた。









エ　オキシダント

　　オキシダントの測定は、ヨードカリ比色法により、常時観測局12局

　(富山地区5局、高岡・新湊地区5局、その他の地区2局)において実

　施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表14のとおりであり、56年度

　は、0.019ppm(高岡波岡観測局)～0.027ppm(伏木一宮観測局)であった。

　　56年度の環境基準の適合状況は、表15のとおりであり、各観測局にお

　ける適合時間数でみると、総測定時間の97.7～99.7%が基準を満足して

　いた。

　　なお、情報、注意報など大気汚染緊急時を発令するような状況には至

　らなかった。



オ　一酸化炭素

　　一酸化炭素の測定は、非分散型赤外線吸収法により、富山・高岡両市

　の主要常時観測局2局において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表16のとおりであり、56年度

　は、富山県庁観測局で0.9ppm、高岡本丸観測局で0.7と55年度と比べ

　ると両局共にやや低い値を示した。

　　また、測定結果を一酸化炭素に係る環境基準と比べると、表17のとお

　り、いずれの局もこれに適合していた。



カ　炭化水素

　　炭化水素の測定は、水素炎イオン化法により、富山・高岡両市の主要

　常時観測局2局において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表18のとおりであり、56年度

　は、富山県庁観測局で非メタン炭化水素0.2ppm、メタン1.7ppm、全炭化

　水素1.9ppm、高岡本丸観測局で非メタン炭化水素0.4ppm、メタン1.7ppm、

　全炭化水素2.2ppmであり、継続して測定している高岡本丸観測局を55年

　度と比べると、3項目共にほぼ横ばいであった。

　　また、非メタン炭化水素の6時～9時における年平均値は、富山県庁

　観測局で0.2ppm、高岡本丸観測局で0.5ppmであり、これを国の炭化水素

　に係る環境基準専門委員会の指針値(6時～9時の3時間平均値0.20ppm

　～0.31ppm)と比べると、富山県庁観測局は、この範囲内にあり、高岡本

　丸観測局は、これを超えていた。



キ　ふっ素化合物

　　ふっ素化合物の測定は、イオン電極法により、新湊今井、新湊久々湊

　及び新湊片口観測局の3常時観測局において実施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表19のとおりで、56年度は3

　局共に0.1ppbで、55年度と比べるといずれの局も横ばいであった。



ク　自動車排出ガス

　　自動車排出ガス(一酸化炭素、窒素酸化物、炭化水素)の測定は、富

　山、高岡両市の主要交差点付近に設置している2常時観測局において実

　施した。

　　測定結果の年度別推移(年平均値)は、表20のとおりで、56年度は富

　山城址観測局では、一酸化炭素1.5ppm、一酸化窒素0.025ppm、二酸化窒

　素0.023ppm、窒素酸化物0.048ppm、全炭化水素1.9ppm、高岡広小路観測

　局では、一酸化炭素1.0ppm、一酸化窒素0.021ppm、二酸化窒素0.023ppm、

　窒素酸化物0.043ppm、全炭化水素2.3ppmで、55年度と比べると両局共ほ

　ぼ横ばい又は低い値を示した。



(2)燃料使用量等の推移

　　ア　燃料使用量の推移

　　　　52年度から56年度までの県内における重油、原油、灯油、軽油及びガ

　　　ソリンの使用量の年度別推移は、表21のとおりである。

　　　　重・原油の使用量は、53年度から経済情勢の変動や省エネルギー等の

　　　影響を受けて減少の傾向を示し、56年度は197万5千klであった。

　　　　灯油については、52年度以降ほぼ横ばいの状態にあり、56年度は32万

　　　9千klであった。

　　　　また、軽油及びガソリンについては、52年度から54年度までは自動車台

　　　数の増加に伴い、年々増加してきたが、55年度からは、ほぼ横ばいの傾

　　　向を示し、56年度は、軽油では27万7千kl、また、ガソリンは37万klであ

　　　った。



イ　硫黄酸化物排出量の推移

　　52年度から56年度までの県内における重油及び原油の燃焼に伴う硫黄

　酸化物の推定排出量は、表22のとおりである。

　　56年度の推定排出量は575万3千m3で、52年度の953万4千m3に比べ約40

　%の減少となっている。

　　これは、硫黄酸化物環境保全計画に基づく低硫黄燃料の使用や省エネ

　ルギーなどによるものと思われる。



ウ　ばい煙発生施設の設置数の推移

　　大気汚染の発生源としては、工場等の固定発生源と自動車等の移動発

　生源があるが、固定発生源の大部分を占めるばい煙発生施設の年度別設

　置数は、表23のとおりである。

　　総施設数は、56年度では、3,027施設であり、ここ数年ほぼ横ばいの状

　態である。



エ　自動車保有台数の推移

　　移動発生源の大部分を占める自動車の保有台数の年度別推移は、表24

　のとおりである。

　　56年度の総台数は44万3千台で、52年度の36万8千台と比べて約21%

　の伸びであり、年間4～7%の増加を示している。車種別の増加台数で

　は、小型乗用車がもっとも多く年間9千～1万7千台、次いで軽自動車

　の1～9千台であった。



2　大気汚染防止に関して講じた施策

(1)法令等に基づく規制の概要

　　ア　大気汚染防止法による規制

　　　(ア)規制地域

　　　　　県内全域

　　　(イ)規制対象物質

　　　　　硫黄酸化物、ばいじん、有害物質(カドミウム、鉛、ふっ素、塩素、

　　　　塩化水素、窒素酸化物)及び粉じん

　　　(ウ)規制対象施設

　　　　a　ばい煙発生施設

　　　　　　ボイラー、電気炉、加熱炉等28種施設

　　　　b　粉じん発生施設

　　　　　　コークス炉、堆積場、ベルトコンベア等5種施設

　　　(エ)排出基準等

　　　　a　硫黄酸化物

　　　　　　硫黄酸化物の排出基準は、排出口の高さに応じて定められた硫黄

　　　　　酸化物の許容量として、q=k×10-3・He2(qは硫黄酸化物排出量、

　　　　　Heは有効煙突高さ)で表されており、規制はk値で行われている。

　　　　　k値は、富山市、高岡市等の公害防止計画地域では5.0(49年4月

　　　　　1日以降に設置された施設は2.34)、その他の地域は17.5となってい

　　　　　る。

　　　　b　ばいじん

　　　　　　ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設において発生し、排出口

　　　　　から大気中に排出されるばいじん濃度について、発生施設の種類及

　　　　　び規模ごとに規制されている。

　　　　c　有害物質

　　　　　　有害物質の排出基準は、ばい煙発生施設において発生し、排出口

　　　　　から大気中に排出される有害物質の濃度について、発生施設の種類



　　及び規模ごとに規制されている。県では、これらのうち、ふっ素、

　　塩素、塩化水素及びカドミウムについて、上乗せ条例により、更に

　　厳しい排出基準を設定している。

　d　粉じん

　　　粉じん発生施設には、防じんフード、散水設備、防じんカバー等

　　の構造、使用及び管理に関する基準が設定されている。

(オ)届出施設

　a　ばい煙発生施設

　　　56年度末のばい煙発生施設の届出状況は表25のとおり、総施設数

　　が3,027施設(工場・事業場数1,059)となっている。

　　　種類別では、ボイラーが1,487施設(構成比49%)で最も多く、

　　次いでアルミ精錬用電解炉が661施設(同22%)、金属加熱炉が191

　　施設(同6%)、焼却炉が145施設(同5%)、金属溶解炉が140

　　施設(同5%)、乾燥炉が125施設(同4%)、焼成炉・溶融炉が

　　94施設(同3%)の順となっている。

　　　また、地域別では、富山市に664施設(同22%)、高岡市に513

　　施設(同17%)、新湊市に791施設(同26%)と3市で全施設の65

　　%にあたる1,968施設が設置されている。

　b　粉じん発生施設

　　　56年度末の粉じん発生施設の届出状況は、表26のとおり、総施設

　　数は396施設(工場・事業場数84)であり、種類別では、ベルトコ

　　ンベア・バケットコンベアが155施設(構成比39%)で最も多く、

　　次いで堆積場が150施設(同38%)、破砕機・摩砕機が73施設(同

　　18%)の順となっている。





イ　硫黄酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)による指導

　　県では、47年度に硫黄酸化物環境保全計画(ブルースカイ計画)を策

　定し、その後3回にわたり強化改定して環境基準の達成維持を図ってき

　た。

　　その結果、51年度以降は、環境基準を維持しているが、更に、56年度

　には、従来の対症療法的な高汚染対策から環境管理的な対策へと発展さ

　せるため、計画の見直し、改定を行った。改定後の計画は、名称を｢環

　境管理計画｣とし、従来の燃料中硫黄分による指導を硫黄酸化物排出量

　による指導に改め、重油等の液体燃料のほか石炭等の固体燃料も対象と

　して58年度を目標に引き続き対策を推進することとしている。計画の概

　要は次のとおりである。

　(ア)環境管理計画の適用期間

　　　57年度から58年度までの2年間

　(イ)環境管理目標値

　　　環境基準を維持するため表27のとおり設定した。

(ウ)環境管理目標値の維持方策

　a　対象地域

　　　県内全域

　b　対象工場・事業場

　　　大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設を有する工場・事業場で、

　　重油等燃料の最大使用量が0.3kl/時以上に該当するもの。

　c　指導硫黄酸化物排出量を地域別に、表28のとおり設定した。



ウ　窒素酸化物環境管理計画(ブルースカイ計画)による指導

　　県では、49年度に窒素酸化物環境保全計画(ブルースカイ計画)を策

　定し、その後、53年度に改定しているが、更に56年度には硫黄酸化物と

　同様、見直し、改定を行い、名称を｢環境管理計画｣とした。計画の概

　要は、次のとおりであり、今後とも環境基準を維持していくため、引き

　続き対策を推進する。

　(ア)環境管理計画の適用期間

　　　57年度から58年度までの2年間。

　(イ)環境管理目標値

　　　環境基準を維持するため、表29のとおり設定した。

(ウ)環境管理目標値の維持方策

　　工場・事業場に対する指導は、法の排出基準による。



エ　大気汚染緊急時対策

　　大気汚染防止法には、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環

　境に被害が生ずるおそれがある場合に、その対策として大気汚染緊急時

　の措置をとることが規定されている。

　　これに基づき県では、46年度には硫黄酸化物について、49年度にはオ

　キシダント、浮遊粉じん、二酸化窒素を追加して緊急時対策要綱を制定

　した。その要綱の概要は次のとおりである。

　(ア)対象地域

　　　富山地区(富山市・婦中町)

　　　高岡・新湊地区(高岡市・新湊市・射水郡)

　(イ)対象物質

　　　硫黄酸化物、オキシダント、浮遊粉じん、二酸化窒素

　(ウ)緊急時の種類

　　　情報、注意報、警報、重大警報

　(エ)緊急時の発令基準

　　　緊急時の発令基準は表30のとおりであり、発令は対象地区ごとに1

　　局以上の常時観測局において、対象物質の濃度が発令基準のいずれか

　　に該当し、かつ、気象条件からみて汚染状態が継続すると認められる

　　場合に行う。



(オ)緊急時の措置

　・緊急時協力工場に対しては、緊急時の種類に応じて表31のとおり、

　　ばい煙の排出量を削減させる。

・一般住民に対しては、テレビ、ラジオ等により、緊急時が発令され

　たことを知らせる。

・自動車の運転者に対しては、オキシダント等自動車排出ガスに起因

　する物質による発令の場合は、発令地区内の自動車の運行を差し控

　えるよう協力を求める。

・健康被害があった場合は、保健所、市町村の公害又は衛生担当課が

　直ちに対策をとる。



(2)監視測定体制の整備

　　ア　大気汚染常時観測局の整備状況

　　　(ア)一般常時観測局

　　　　　一般環境の大気汚染を常時測定する観測局は、表32のとおり、固定

　　　　観測局34局(県10局、市町24局)、コンテナ式観測局2局の合計36局

　　　　である。この固定観測局のうち17局(県10局、市7局)をテレメータ

　　　　ー化している。

　　　　　なお、56年度では、富山県庁観測局に炭化水素測定装置(1台)、

　　　　新湊塚原観測局に窒素酸化物測定装置(1台)を増設した。また、新

　　　　湊八幡観測局を新設し、硫黄酸化物及び浮遊粉じん測定装置(各1台)

　　　　を配備した。





(イ)自動車排出ガス観測局

　　自動車排出ガスを常時測定する観測局は、表33のとおり、主要交差

　点付近に2局設置している。

(ウ)大気測定車

　　常時観測局の整備されていない地域の大気汚染の調査等各種調査を

　実施するため、表34のとおり大気測定車(1台)を公害センターに配

　備している。

イ　大気汚染補助測定点の整備状況

　　大気汚染常時観測局を補完する測定網として、市町村の協力を得て、

　延べ255か所において表35のとおり硫黄酸化物等4項目について測定を

　行っている。





(3)監視取締りと行政指導

　　　大気汚染防止法及び公害防止条例の対象工場・事業場について立入検査

　　を実施し、排出基準の適合状況及び対象施設の維持管理状況を調査すると

　　ともに、技術指導等を行った。

　　　また、硫黄酸化物環境保全計画に基づく対象工場・事業場について、燃料

　　中の硫黄分の適合状況を調査した。

　　　立入検査状況は表36のとおりで、排出基準値及び指導値を超える施設は

　　認められなかった。



(4)大気環境の各種調査

　　ア　環境大気基礎調査

　　　(ア)調査目的

　　　　　大気汚染常時観測局の補助測定網として、県内平野部全域において

　　　　硫黄酸化物、降下ばいじん及び窒素酸化物による大気汚染の状況を広

　　　　域的に把握するため調査を実施した。

　　　(イ)調査概要

　　　　　調査地点は、図39のとおり、県内平野部80地点(約4kmメッシュに

　　　　1地点)において実施した。

　　　(ウ)調査結果

　　　　　調査結果は、表37のとおりである。

　　　　a　硫黄酸化物(二酸化鉛法)

　　　　　　各調査地点の年平均値は、0.04SO3mg/100cm2/日～0.24SO3mg/100

　　　　　cm2/日であり、これを地域的にみると、富山地区、高岡・新湊地区の

　　　　　臨海工業地帯や市街地の中心部でやや高い傾向がみられた。

　　　　b　降下ばいじん(ダストジャー法)

　　　　　　各調査地点の年平均値は、3t/km2/月～8t/km2/月であり、こ

　　　　　れを地域的にみると、臨海工業地帯、市街地及びその他の地域との

　　　　　間には、ほとんど差異はみられなかった。

　　　　c　窒素酸化物(トリエタノールアミン法)

　　　　　　各調査地点の年平均値は、0.014NOmg/100cm2/日～0.12mg/100

　　　　　cm2/日であり、これを地域的にみると、硫黄酸化物と同様、臨海工業

　　　　　地帯や市街地にやや高い傾向がみられた。







イ　浮遊粉じん調査

　(ア)調査目的

　　　大気汚染常時観測局における浮遊粉じんの常時測定を補完するとと

　　もに、浮遊粉じん中の重金属成分の実態を把握するため、調査を実施

　　した。

　(イ)調査概要

　　　56年4月～5月及び9月の2回、富山市、高岡市等公害防止計画地

　　域の大気汚染常時観測局13局及びその他の地域7地点の合計20地点に

　　おいて、ハイボリウム・エア・サンプラーにより浮遊粉じんを採取し、

　　浮遊粉じん濃度及び浮遊粉じん中の重金属成分について測定した。

　(ウ)調査結果

　　　調査結果は、表38のとおりである。

　　a　浮遊粉じん濃度

　　　　浮遊粉じん濃度は、0.034mg/m3(伏木一宮観測局及び氷見市役所)

　　　～0.089mg/m3(高岡戸出観測局)であった。

　　b　浮遊粉じん中の重金属成分濃度

　　　(a)カドミウム

　　　　　浮遊粉じん中のカドミウム濃度は、いずれの地点も定量限界

　　　　(0.004μg/m3)未満であり、これを国の暫定指導値(0.88μg/m3以

　　　　下)と比べると、いずれもこれを下回る極めて低い値であった。

　　　(b)鉛

　　　　　鉛については、定量限界(0.04μg/m3)未満～0.17μg/m3(小杉

　　　　観測局)であり、これを国の鉛に係る環境基準専門委員会報告の

　　　　値(1～3μg/m3)と比べると、いずれもこれを下回る極めて低い

　　　　値であった。

　　　(c)その他の重金属成分

　　　　　その他の金属成分は、判断基準として特に定められていないが、

　　　　一般に問題がないとされている環境濃度(労働衛生許容濃度の

　　　　1/100)と比べると、いずれも低い値であった。





ウ　工場周辺浮遊粉じん調査

　(ア)調査目的

　　　主な電気炉設置工場の周辺における大気汚染の実態を把握するため、

　　浮遊粉じん濃度及び浮遊粉じん中の重金属について調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　工場周辺4地区において主風向を考慮し、各地区4ないし6地点を

　　選定して、3日間にわたりハイボリウム・エア・サンプラーにより浮

　　遊粉じんを採取し、浮遊粉じん濃度及び浮遊粉じん中の重金属成分に

　　ついて測定した。

　(ウ)調査結果

　　　調査地区、調査期間及び調査結果は、表39のとおりである。

　　a　浮遊粉じん濃度

　　　　工場周辺の地区平均値は、0.043mg/m3(黒部市三日市地区)～0.20

　　　　mg/m3(高岡市吉久・新湊市中伏木地区)であった。

　　b　浮遊粉じん中の重金属成分濃度

　　　(a)カドミウム

　　　　　工場周辺の地区平均値は、定量限界(0.004μg/m3)未満～0.011

　　　　μg/m3であり、これを国の暫定指導値(0.88μg/m3以下)と比べる

　　　　と、いずれもこれを下回る極めて低い値であった。

　　　(b)鉛

　　　　　工場周辺の地区平均値は、0.07μg/m3～0.13μg/m3であり、これ

　　　　を国の鉛に係る環境基準専門委員会報告の値(1～3μg/m3)と比

　　　　べると、いずれもこれを下回る極めて低い値であった。

　　　(c)その他の金属成分

　　　　　その他の金属成分は、判断基準として特に定められていないが、

　　　　一般に問題がないとされている環境濃度(労働衛生許容濃度の

　　　　1/100)と比べると、いずれの地区も低い値であった。





エ　特定ガス環境大気調査

　(ア)調査目的

　　　県内のアルミニウム製錬工場及び化学工場から排出されるふっ素化

　　合物による大気汚染並びに植物影響の実態と推移を把握するため調査

　　を実施した。

　(イ)調査概要

　　　調査概要は、表40のとおりである。

(ウ)調査結果

　　調査結果は、表41のとおりであった。

　a　発生源調査結果

　　(a)住友アルミニウム製錬(株)富山製造所……(富山新港地区)

　　　　ふっ素化合物の排出濃度は、煙突では、定量限界(0.05mg/Nm3)

　　　未満～0.10mg/Nm3、建屋では、定量限界未満であり、いずれも大

　　　気汚染防止法の排出基準(煙突…2.5mg/Nm3、建屋…1.0mg/Nm3)

　　　をかなり下回っていた。

　　(b)日産化学工業(株)富山工場……(婦中地区)



　　　ふっ素化合物の排出濃度は、定量限界(0.1mg/Nm3)未満～0.7

　　mg/Nm3であり、大気汚染防止法の排出基準(5.0mg/Nm3)をかな

　　り下回っていた。

b　環境大気調査結果

　(a)アルカリろ紙(大喜多)法

　　　アルカリろ紙法によるふっ素化合物の測定結果は、富山新港、

　　婦中両地区ともに、55年度と同様すべての測定地点で定量限界

　　(0.3μg/m3)未満であり、県の定める環境基準(7μg/m3)と比べ

　　ても極めて低い値であった。

　(b)ATP(ばく露)法

　　　ATP法によるふっ素化合物の測定結果は、富山新港地区では、

　　定量限界(20μg/100cm2/月)未満～72μg/100cm2/月で、地区平均は

　　24μg/100cm2/月、また婦中地区では、定量限界未満～40μg/100cm2/月

　　で、地区平均は22μg/100cm2/月であった。

　　　この調査結果を55年度と比べてみると、富山新港地区において

　　はやや下回っており、婦中地区においてはほぼ同等の値であった。

c　植物影響調査結果

　(a)グラジオラス葉

　　　グラジオラス葉のふっ素蓄積量は、富山新港地区では、3.1ppm～

　　20.0ppmで、地区平均は10.0ppmであった。また、婦中地区では、3.7

　　ppm～7.2ppmで、地区平均は5.1ppmであった。

　　　この調査結果を55年度と比べてみると、富山新港地区について

　　は、一部の測定地点で低下がみられたものの、おおむね同等の値

　　であり、婦中地区については、ほぼ同等の値であった。

　(b)水稲葉

　　　水稲葉のふっ素蓄積量は、富山新港地区では、6.5ppm～23.4ppmで、

　　地区平均は12.0ppmであった。また婦中地区では、8.3ppm～9.0ppmで、

　　地区平均は8.7ppmであった。

　　　この調査結果を55年度と比べてみると、富山新港地区について



　は、やや下回っており、婦中地区については、やや上回っていた。

(c)玄米

　　玄米のふっ素蓄積量は、富山新港地区では、0.4ppm～1.7ppmで、

　地区平均は1.0ppmであった。また、婦中地区では、0.2ppm～0.3ppm

　で、地区平均は、0.3ppmであった。

　　この調査結果を55年度と比べてみると、富山新港地区、婦中地

　区ともに、ほぼ同等の値であった。







オ　自動車排出ガス環境調査

　(ア)調査目的

　　　県内の主要交差点において、自動車排出ガスによる大気汚染の実態

　　を把握するため、調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　県内の主要交差点3地点を選定し、それぞれの地点に大気測定車を

　　配置し、これに搭載した各種自動測定機により、一酸化炭素、窒素酸

　　化物、炭化水素、硫黄酸化物、オキシダント等について、連続72時間

　　　(3日間)の測定を実施した。

　(ウ)調査結果

　　　調査地点、調査期間及び調査結果は、表42のとおりである。

　　a　一酸化炭素

　　　　8時間平均値の最大は、1.5ppm(富山市豊田)～2.1ppm(高岡市片

　　　原町)であり、1日平均値の最大は、1.1ppm(豊田)～1.6ppm(片原

　　　町)であった。

　　　　これを一酸化炭素に係る環境基準(8時間平均値20ppm以下、1日

　　　平均値10ppm以下)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下回っ

　　　ていた。

　　b　窒素酸化物

　　　　二酸化窒素の1日平均値の最大は、0.015ppm(氷見市朝日ヶ丘)～

　　　　0.022ppm(豊田及び片原町)であり、これを二酸化窒素に係る環境

　　　基準(1日平均値0.04ppm～0.06ppmまでの範囲内又はそれ以下)と比

　　　べるといずれの地点もこれを下回っていた。

　　c　炭化水素

　　　　非メタン炭化水素の午前6時から9時までの3時間平均値の最大

　　　は、0.8ppm(朝日ヶ丘)～1.1ppm(片原町)であり、これを非メタン

　　　炭化水素濃度の指針値(0.20ppm～0.31ppm)と比べると、いずれの地

　　　点もこれを超えていた。

　　d　硫黄酸化物



　　1時間値の最大は、0.007ppm(朝日ヶ丘)～0.023ppm(

片原町)で

　あり、1日平均値の最大は、0.003ppm(朝日ヶ丘)～0.007p

pm(片原

　町)であった。

　　これを二酸化硫黄に係る環境基準(1時間値010ppm以下、1日平

　均値0.04ppm以下)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下回っ

　ていた。

e　浮遊粉じん

　　1時間値の最大は、0.065mg/m3(豊田及び片原町)～0.15

0mg/m3

　(朝日ヶ丘)であり、1日平均値の最大は、0.037mg/m3(豊田及

び片

　原町)～0.046mg/m3(朝日ヶ丘)であった。

　　これを浮遊粉じんに係る環境基準(1時間値0.20mg/m3以下、1

日

　平均値0.10mg/m3以下)と比べると、いずれの地点もこれを下回っ

て

　いた。

f　オキシダント

　　1時間値の最大は、0.025ppm(豊田)～0.039ppm(朝日

ヶ丘)であ

　り、これを光化学オキシダントに係る環境基準(1時間値0.06ppm以

　下)と比べると、いずれの地点もこれを下回っていた。

g　鉛

　　24時間値の最大は、0.04μg/m3(朝日ヶ丘)～0.08μg/

m3(片原町)

　であり、これを国の鉛に係る環境基準専門委員会報告の値(1～3

　μg/m3)と比べると、いずれの地点もこれをかなり下回っていた。





カ　炭化水素排出実態調査

　(ア)調査目的

　　　光化学オキシダントの主要な原因物質の一つである炭化水素の排出

　　実態を把握するため調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　県内のボイラー、乾燥炉、反応施設等25施設について、炭化水素の

　　排出実態を調査し、排出量の原単位を表す排出係数を算出した。

　(ウ)調査結果

　　　調査結果は表43のとおりで、排出係数はボイラーで0.28～15kg/

　　108kcal、乾燥炉で1.5～5.8kg/108kcal、反応施設で0.0005～39kg/t、

　　また塗装施設で0.034kg/m2等であり、施設の構造、使用燃料及び排ガス

　　処理方法の違いにより大きく異なっていた。





キ　工場ばいじん原単位調査

　(ア)調査目的

　　　工場ばいじんの環境への影響を把握するため、ばい煙発生施設のば

　　いじんの排出実態について調査を実施した。

　(イ)調査概要

　　　県内のボイラー、乾燥炉、焼却炉等の主要ばい煙発生施設15施設に

　　ついて、ばいじんの排出実態を調査し、排出量の原単位を表す排出

　　係数を算出した。

　(ウ)調査結果

　　　調査結果は表44のとおりであった。

　　　排出ガス中のばいじん濃度は、施設により大きな差があり、0.0003

　　g/Nm3から0.086g/Nm3であった。

　　　排出係数は、ボイラー、乾燥炉等で3.4～130kg/108kcal、焼却炉等

　　で0.017～0.63kg/t、電気炉等で0.005～0.061kg/MWHで、施設の構

　　造や使用燃料の違いにより大きく異なっていた。



第2節　水質汚濁の現況と対策

1.　水質汚濁の現況

　(1)河川の汚濁状況

　　　公共用水域の水質測定計画に基づいて、56年度に調査した河川の主要測

　　定地点(環境基準点)における水質測定結果は、表45のとおりであった。

　　　環境基準の適合状況をBODでみると、54地点中47地点が適合(適合率87%)

　　しており、不適合地点はほとんど従来から汚濁のみられる中小都市河川であ

　　った。

　　　また、河川末端における経年変化をみると、表46のとおり全体として横

　　ばいの傾向にある。しかし、中小22河川のうち都市河川では、依然として

　　生活排水の流入や流況の停滞による汚濁がみられる。

　　　なお、カドミウム、水銀等の人の健康に係る項目については、すべての

　　河川で環境基準に適合していた。







ア　小矢部川水域

　　本水域については、46年度に県下で初めて環境基準の水域類型が指定

　されたことに伴い、上乗せ排水基準を設定したが、50年度に環境基準の

　見直しを行い、本川下流部及び千保川をE類型〔BOD10ppm〕からD類

　型〔BOD8ppm〕に格上げするとともに上乗せ排水基準を強化した。

　　主要地点における水質の経年変化は、表47及び図40のとおりであり、

　本川河口部及び千保川(地子木橋)のBODについてみると、46年度以

　降急激に汚濁が減少し、56年度では、河口部が7.9ppm、地子木橋4.6ppm

　でいずれも環境基準に適合していた。



イ　神通川水域

　　本水域については、47年度に小矢部川に次いで環境基準の水域類型を

　指定し、併せて上乗せ排水基準を設定した。

　　主要地点における水質の経年変化は表48及び図41のとおりであり、本

　川(萩浦橋)及びいたち川(四つ屋橋)のBODについてみると、56年

　度では、萩浦橋が1.4ppm、四つ屋橋が3.4ppmでいずれも環境基準のC類

　型〔5ppm〕に適合していた。

　　なお、三井金属鉱業(株)との｢環境保全等に関する基本協定｣に基づ

　き、カドミウムについて神通川第1発電所ダムで毎月、1日5回の測定

　を実施しており、すべて不検出であった。





　ウ　その他の河川

　　　小矢部川、神通川以外の25河川についても、50年度までにすべて環境

　　基準の水域類型を指定し、併せて上乗せ排水基準を設定した。

　　　これらの河川の汚濁状況をBODについてみると、主要河川の黒部川、

　　常願寺川及び庄川については、いずれも環境基準のAA類型〔1ppm〕、

　　A類型〔2ppm〕に適合していた。

　　　また、他の中小22河川については、17河川が環境基準に適合していた

　　が、内川、湊川、鴨川、新堀川及び下条川の5河川では適合していなか

　　った。これらのほとんどは都市河川であり、依然として生活排水等によ

　　る汚濁がみられた。

(2)海域の汚濁状況

　　公共用水域の水質測定計画に基づいて、56年度に調査した海域の主要測

　定地点(環境基準点)における水質測定結果は、表49のとおりであった。

　　環境基準の適合状況をCODについてみると、56年度初めて、すべての

　地点で適合していた。

　　また、海域における経年変化をみると、表50とおり、特に大きな水質の

　変化はみられない。

　　なお、カドミウム、水銀等の人の健康に係る項目については、河川と同

　様すべての地点で環境基準に適合していた。





ア　富山湾海域

　　本水域は、50年度に環境基準の水域類型を指定するとともに上乗せ排

　水基準を設定した。

　　56年度における汚濁状況をCODについてみると、環境基準点24地点

　の測定値は1.0～2.6ppmと56年度初めて、全地点が環境基準のA類型〔

　2ppm〕、B類型〔3ppm〕に適合し、良好な水質であった。

イ　富山新港海域

　　本水域については、48年度に環境基準の水域類型を指定するとともに

　上乗せ排水基準を設定した。

　　56年度における環境基準点3地点のCOD測定値は1.5～3.0ppmで49

　年度から引き続き、環境基準のB類型〔3ppm〕、C類型〔8ppm〕に適合

　していた。



2　水質汚濁防止に関して講じた施策

　(1)法令に基づく規制の概要

　　　水質汚濁防止法による規制

　　ア　規制水域

　　　　県下全公共用水域

　　イ　規制対象物質及び項目

　　　(ア)有害物質

　　　　　カドミウム及びその化合物、シアン化合物、PCB等8物質

　　　(イ)生活環境項目

　　　　　pH、BOD、SS等12項目

　　ウ　規制対象工場・事業場

　　　　規制対象工場・事業場は、特定施設を設置し公共用水域に汚水又は廃

　　　液を排出する工場・事業場(特定事業場)で、法に基づき事業者に対し

　　　て届出が義務付けられている。

　　　　なお、57年1月から新たに冷凍調理食品製造業の原料処理・湯煮・洗

　　　浄施設、合板製造業の接着機洗浄施設、ゴム製品製造業の直接加硫施設

　　　等8業種11施設が特定施設に追加された。

　　エ　排水基準

　　　　水質汚濁防止法では、全国一律の排水基準を定めているが、環境基準

　　　の達成が困難な水域については、都道府県が条例により更に厳しい排水

　　　基準(上乗せ排水基準)を設定できることになっている。

　　　　本県では、現在まで主要公共用水域について、環境基準のあてはめに

　　　際し、上乗せ排水基準の設定を行っている。

　　オ　届出状況

　　　　法に基づく届出状況は表51のとおりで、県下全体の特定事業場数は、

　　　3,288であり、これを地域別にみると富山市が549(構成比17%)、高

　　　岡市が365(同11%)と両市で全体の28%を占めている。

　　　　業種別では、食料品製造業が781(構成比24%)、旅館業が752(同



23%)、畜産農業が499(同15%)となっており、この3業種で全体の

62%を占めている。

　なお、57年1月の特定施設の追加に伴う届出状況は表52のとおりであ

り、届出件数は52であった。

　また、法に基づく排水基準が適用される特定事業場(排水量が50m3/日

以上又は有害物質を排出する特定事業場)数は、表53のとおり484で全

体の15%を占めている。

　これを水域別にみると、小矢部川水域が135(構成比28%)、神通川

水域が112(同23%)と、両水域で排水基準の適用特定事業場の51%を

占めている。

　業種別では、表面処理・電気めっき施設が75(構成比15%)、し尿処

理・下水道終末処理が71(同15%)、旅館業が59(同12%)と、これら

で排水基準の適用特定事業場の42%を占めている。







(2)松川水域における環境基準の水域類型の指定

ア　指定の必要性

　松川が流入するいたち川については、47年度に環境基準の水域類型の

指定を行ない水質の改善に努めてきたが、松川についても生活排水によ

る水質汚濁がみられたので、水域類型の指定を行ない、浄化用水の導入、

下水道の整備等により現状水質を改善することとした。

イ　経緯

　56年11月11日　｢松川水域に係る環境基準の水域類型の指定について｣

　　　　　　　　　県水質審議会に諮問、同日、答申

　57年1月14日　松川水域に係る環境基準の水域類型の指定

　　　　　　　　　(富山県告示第16号)

ウ　環境基準の水域類型の概要

　松川水域の利水状況及び現状水質を勘案し、環境基準の水域類型を表54

　及び図42のとおり指定した。





(3)監視測定体制の整備

　ア　水質測定計画

　　(ア)測定地点

　　　　水質汚濁防止法に基づき、公共用水域の水質測定計画を作成し、表

　　　55のとおり、27河川及び富山湾海域(富山新港を含む。)の118地点に

　　　ついて水質の監視を実施した。

(イ)測定項目

　・健康項目

　　　カドミウム、シアン、有機りん、鉛、6価クロム、ひ素、総水銀

　　アルキル水銀、PCB

　・生活環境項目

　　　pH、BOD(海域はCOD)、SS、DO、大腸菌群数

　・特殊項目

　　　油分、フェノール類、銅、亜鉛、溶解性鉄、溶解性マンガン、ク

　　ロム、ふっ素



イ　水質常時監視所

　　河川の水質を常時監視するため、小矢部川の城光寺橋(県)、国条橋

　(建設省)、神通川の萩浦橋(建設省)及び内川の西橋(建設省)の監

　視所で、それぞれ水質測定を実施している。

(4)監視取締りと行政指導

　　水質汚濁防止法及び富山県公害防止条例に基づく規制対象工場・事業場

　について、排水基準の適合状況及び汚水処理施設の維持管理状況を表57の

　とおり調査し、改善を要する工場・事業場については、汚水処理施設等の

　改善指導を行った。



(5)水質環境の各種調査

　ア　窒素、りん及び合成洗剤(LAS)の水質調査

　　(ア)調査目的

　　　　窒素、りん及び合成洗剤(LAS)について県下の河川や海域にお

　　　ける実態を把握するため、調査を実施した。

　　(イ)調査概要

　　　　調査地点は、図43のとおりである。

　　　　窒素、りん………河川56地点、海域13地点

　　　　LAS……………河川15地点、海域5地点

　　(ウ)調査結果

　　　　調査結果は表58のとおりであった。

　　　　窒素、りんについてみると、27河川末端の平均値は、窒素0.86ppm、

　　　りん0.08ppmであった。これを河川別にみると主要5河川のうち小矢部

　　　川では窒素0.22～1.5ppm、りん0.02～0.11ppm、神通川では窒素1.4～

　　　　1.7ppm、りん0.07～0.13ppmで、その他の庄川、常願寺川及び黒部川で

　　　は、窒素0.21～0.88ppm、りん0.02～0.14ppmであった。

　　　　また、中小河川を平均的にみると、都市河川では、窒素1.1ppm、り

　　　ん0.11ppm、その他の中小河川では、窒素0.64ppm、りん0.05ppmであった。

　　　　窒素、りんについては、現在明確な判断基準はないが、その濃度は

　　　一般に人為的汚濁源の多い河川で高く、有機汚濁とほぼ類似した傾向

　　　を示していた。

　　　　一方、富山湾においては、窒素0.10～0.25ppm(平均0.15ppm)、りん

　　　0.01～0.02ppm(平均0.01ppm)であった。

　　　　なお、LASについては、河川及び海域のいずれにおいても0.10ppm

　　　未満であった。







イ　底質調査

　(ア)重金属底質調査

　　a　調査目的

　　　　公共用水域における底質の重金属の現況を把握し、水質汚濁の未

　　　然防止に資するため調査を実施した。

　　b　調査概要

　　　・調査地点

　　　　図44のとおり港湾12地点、河川36地点の合計48地点

　　　・調査項目

　　　　カドミウム、鉛、ひ素、総水銀、クロム

　　c　調査結果

　　　　調査結果は、表59のとおりで総水銀については、暫定除去基準〔港

　　　湾(運河を含む。)30ppm、河川25ppm〕を超える地点はなかった。

　　　　その他の項目については、判断基準はないが、港湾が全般的に高

　　　く、河川では内川で比較的高い傾向がみられた。







(イ)PCB底質調査

　a　調査目的

　　　PCBによる環境汚染の実態を把握するため、河川及び工場排水

　　口の周辺について調査を実施した。

　b　調査概要

　　　小矢部川、神通川等の13地点及び故紙再生工場7工場の排水口周

　　辺について調査を実施した。

　c　調査結果

　　　調査結果は表60、表61のとおりでいずれも暫定除去基準〔10ppm〕

　　以下であった。



ウ　水質管理計画基礎調査

　(ア)調査目的

　　　県下の公共用水域における環境基準の達成、維持を目的とした水質

　　管理計画の策定、推進を図るため、27河川及び富山湾海域について、

　　53年度から逐次、基礎調査を実施している。

　(イ)調査概要

　　　55年度、常願寺川水域、白岩川水域、上市川水域、中川水域、早月

　　川水域を対象に、アンケー卜等により、工場排水、生活排水等、発生

　　源の種類ごとの発生負荷量(BOD)を調査した。

　　　また、発生負荷は、分解、沈殿等により浄化されて河川へ到達する

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　(流出負荷)が、その浄化される割合(流出率)※は水域ごとに異なる。

　　このような汚濁機構を把握するため、本水域における流出率について

　　も、併せて調査を実施した。

　　　　　　※流出率=流出負荷量/発生負荷量

　(ウ)調査結果

　　　発生負荷量は、水域内人口の多い白岩川が4,874kg/日と最も大きく、

　　次いで常願寺川2,012kg/日、上市川845kg/日、中川691kg/日で、水

　　域内の人口及び工場・事業場数が少ない早月川が217kg/日と最も小さ

　　かった。

　　　これらを発生源の種類別にみると、白岩川や中川では、工場排水と

　　生活排水を合わせた負荷量が全体の80%以上を占めていたのに対し、

　　汚濁発生源の少ない早月川では、これらの負荷量が、全体の20%程度

　　にすぎない状況であった。特に、滑川市の市街地を貫流する中川では、

　　生活排水による負荷量が、そのほとんどを占めていた。

　　　一方、流出率については、常願寺川、白岩川、上市川、早月川は、

　　　0.3程度の値であったが、中川は、0.56と比較的高い値であった。



　なお、56年度は片貝川水域、黒部川水域、小川水域等12河川につい

て発生負荷量を把握するため、表63のとおり工場等を対象にアンケー

ト調査を行うとともに、汚濁機構を把握するため、図45のとおり8地

点について、河川流量の調査を実施した。

　この調査結果については、現在解析中であり、57年度中にとりまと

めることにしている。





第3節　騒音及び振動の現況と対策

1　騒音及び振動の現況

　(1)騒音の状況

　　ア　環境騒音

　　　　県下の環境騒音の実態を把握するため、24市町、335地点において調査

　　　を実施した。

　　　　調査結果を地域類型別に対比すると表64のとおりであり、平均的な騒

　　　音レベルは、いずれの地域においても、環境基準以下であった。

　　　　また、年度別推移は図46のとおり、56年度の騒音レベル(昼間、夜間)

　　　は、55年度と比べてやや低かった。



イ　自動車騒音

　　県下の主要道路における自動車騒音の実態を把握するため、24町、120

　地点において調査を実施した。

　　調査結果を地域類型別に対比すると表65のとおりであり、平均的な騒

　音レベルは、いずれの地域においても、自動車騒音に係る公安委員会へ

　の要請基準を超えるものはみられなかった。

　　また、年度別推移は図47のとおり、56年度の騒音レベル(昼間、夜間)

　は、55年度と比べてやや高い傾向にあった。





ウ　高速道路騒音

　　高速道路における自動車騒音の実態を把握するため、北陸自動車道下

　り線の庄川バス停付近(小杉・砺波間)及び池多バス停付近(富山・小

　杉間)の2地点で調査を実施した。

　　調査結果は表66のとおりで、道路端での騒音レベルは、自動車騒音に

　係る公安委員会への要請基準を超えるものは、ほとんどみられなかった。



エ　工場騒音

　　業種別の騒音発生状況を把握するため、金属製品製造業、繊維工業等

　の18工場について調査を実施した。

　　調査結果は表67のとおりで、昼間における騒音レベルは、非鉄金属製

　品製造業及び金属製品製造業が、比較的高い値を示した。

オ　深夜営業騒音

　　飲食店等の深夜営業に伴う騒音の実態を把握するため、飲食店等の立

　地状況調査、音響機器の保有状況等調査及び深夜営業騒音の実態調査を

　実施した。

　　食品衛生法に基づく軽飲食、社交飲食等15業種の営業所12,212店(55

　年11月現在)の立地状況は図48のとおり、富山・高岡の両市で半数以上

　を占め、軽飲食、食堂が多かった。



　音響機器の保有状況を把握するため、深夜に営業すると思われる14業

種についてアンケート調査を行ったところ3,001店から回答を得た。

音

響機器の保有状況は、表68のとおり、飲食店等の87%がカラオケ装置

、

有線等の音響機器を保有していた。

　また、富山・高岡両市の飲食店51店について、騒音の実態調査を行っ

たところ、表69のとおり敷地境界における騒音レベルは、53ホン～7

3ホ

ン、平均61ホンであった。



(2)振動の状況

　ア　道路交通振動

　　　県下の主要道路における道路交通振動の実態を把握するため、14市町、

　　88地点において調査を実施した。

　　　調査結果は表70のとおりで、いずれの区域及び時間帯においても、道

　　路交通振動に係る公安委員会への要請基準と比較して極めて低い値であ

　　った。

イ　工場振動

　　業種別の振動発生状況を把握するため、繊維工業、金属製品製造業等

　の19工場について調査を実施した。

　　調査結果は表71のとおりで、昼間における振動レベルは、金属製品製

　造業が他の業種に比べやや高い値を示したものの、全体としては低い値

　であった。



2　騒音及び振動防止に関して講じた施策

(1)騒音の規制

　　ア　騒音規制法による規制

　　　(ア)規制地域(9市14町)

　　　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、砺波市、婦中

　　　　町、小杉町、大門町、大島町の7市4町に加えて、56年10月に指定し

　　　　た黒部市、小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、城端町、庄

　　　　川町、井波町、福野町、福光町及び福岡町の2市10町のうち都市計画

　　　　法に基づく用途地域の定められている地域を規制している。

　　　(イ)規制対象騒音

　　　　　工場騒音、特定建設作業騒音及び自動車騒音

　　　(ウ)規制対象施設・作業

　　　　a　工場騒音

　　　　　　金属加工機械(機械プレス、鍛造機等)、織機等20種類の施設

　　　　b　特定建設作業騒音

　　　　　　くい打機を使用する作業等8種類の作業

　　　(エ)規制基準

　　　　a　工場騒音

　　　　　　工場騒音の規制基準は、区域及び時間帯ごとに表72のとおり定め

　　　　　られている。



b　特定建設作業騒音

　　特定建設作業騒音の規制基準は、作業の種類に応じて75ホンから

　85ホンまでとなっている。

　　なお、日曜・祭日の作業禁止及び1日当たりの作業時間の制限等

　も併せて実施している。

c　自動車騒音

　　自動車の走行によって発生する騒音については、定常走行時及び

　加速走行時について許容限度を定め、規制されている。

　　なお、指定地域内の道路周辺部における自動車走行騒音の限度は

　表73のとおりで、この値を超える場合には市町村長が公安委員会等

　に対して、交通規制や道路構造の改良等について要請することがで

　きることになっている。



(オ)届出状況

　　騒音規制法に基づく特定施設の届出状況は、表74のとおりで1,385

　工場・事業場、17,861施設となっている。





イ　条例による規制

　　条例による規制は、騒音規制法による規制を補完するものであり、法

　の指定地域以外の地域及び規制対象外の施設(ファスナー自動植付機、

　走行クレーン等)を対象として、県下全域にわたって規制している。

　　規制基準は、騒音規制法に準じて、区域及び時間帯ごとに定められて

　いる。

　　なお、条例に基づく届出状況は、表75のとおり1,495工場・事業場と

　なっている。



(2)振動の規制

　振動規制法による規制

　ア　規制地域(9市14町)

　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、砺波市、婦中町、

　　小杉町、大門町、大島町の7市4町に加えて、56年10月に指定した黒部

　　市、小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、城端町、庄川町、井

　　波町、福野町、福光町及び福岡町の2市10町のうち都市計画法に基づく

　　用途地域の定められている地域(ただし工業専用地域を除く)を規制し

　　ている。

　イ　規制対象振動

　　　工場振動、特定建設作業振動及び道路交通振動

　ウ　規制対象施設・作業

　　(ア)工場振動

　　　　金属加工機械(機械プレス、鍛造機等)、織機等20種類の施設

　　(イ)特定建設作業振動

　　　　くい打機を使用する作業等6種類の作業

　エ　規制基準

　　　工場振動に係る規制基準及び道路交通振動に係る公安委員会等への要

　　請基準は、それぞれ表76、表77のとおりである。

　　　また、特定建設作業振動の規制基準は75デシベルで、日曜・祭日の作

　　業の禁止及び1日当たりの作業時間の制限等も併せて実施している。



オ　届出状況

　振動規制法に基づく届出状況は、表78のとおり697工場・事業場、

　9,524施設となっている。





第4節　悪臭の現況と対策

1　悪臭の現況

　　悪臭は、感覚公害として、日常生活に身近なものであり、発生源が化学工

　業、畜産業からサービス業にいたるまで多種多様である。そのため、実態の

　把握や防止対策については、困難な面がある。

　　本県では、従来から問題にされていたパルプ工業の悪臭については、かな

　り改善されてきているが、一般に苦情の多い畜産業や化製場については、防

　止対策を指導しているものの苦情がみられる。

2　悪臭防止に関して講じた施策

　(1)法令等に基づく規制の概要

　　ア　悪臭防止に基づく規制

　　　(ア)規制地域(9市14町)

　　　　　富山市、高岡市、新湊市、魚津市、氷見市、滑川市、砺波市、婦中

　　　　町、小杉町、大門町、大島町の7市4町に加えて、56年10月に指定し

　　　　た黒部市、小矢部市、大山町、立山町、入善町、八尾町、城端町、庄

　　　　川町、井波町、福野町、福光町及び福岡町の2市10町のうち都市計画

　　　　法に基づく用途地域の定められている地域を規制している。

　　　(イ)規制対象物質

　　　　　アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、トリメ

　　　　チルアミン、二硫化メチル、アセトアルデヒド及びスチレンの8物質

　　　(ウ)規制基準

　　　　　本県では、表79のとおり、工業専用地域とその他の地域に区分し、

　　　　規制基準を設定している。



イ　条例に基づく規制

　　公害防止条例では、悪臭に係る特定施設の届出を義務付けている。

　　条例による届出状況は表80のとおり1,175工場・事業場で、ほとんど

　養豚等の家畜飼養施設である。



(2)悪臭実態調査

　ア　調査概要

　　　悪臭の実態を把握し、悪臭防止法に基づく規制地域の指定等の基礎資

　　料を得ることを目的として、発生源とみられる畜産業等7工場・事業場

　　の敷地境界及びその周辺環境において、悪臭7物質(アンモニア、メチ

　　ルメルカプタン、硫化水素、硫化メチル、トリメチルアミン、二硫化メ

　　チル、スチレン)を対象に調査を実施した。

　イ　調査結果

　　　調査結果は表81のとおりで、敷地境界における測定値を臭気強度と比

　　較すると、アンモニア等6物質については、いずれも臭気強度2.5以下

　　であったが、スチレンについては、1部で臭気強度2.5を超えるものが

　　みられ、改善を指導した。



第5節　土壌汚染の現況と対策

1　土壌汚染の現況

　(1)神通川流域

　　　神通川流域では、43年にイタイイタイ病に対する厚生省見解が発表され

　　てから、土壌汚染の問題が急速に表面化してきた。46年に｢農用地の土壌

　　の汚染防止等に関する法律｣が施行されたことに伴い、神通川流域の農用

　　地のカドミウム汚染調査を開始した。46～51年度の6年間にわたって、両

　　岸の農用地約3,130haを対象に、玄米2,570点、土壌(作土)1,667点につ

　　いて調査した結果の概要は、表82及び表83のとおりである。

　　　玄米中カドミウム濃度が1.0ppm以上の汚染米が検出された地点は230地

　　点で、汚染米発生地域の面積は、およそ500haであった。これらの地域で

　　は、水稲の作付が停止され、企業から休耕補償金が支払われている。

　　　この調査結果に基づき、汚染米発生地域と、その近傍地域のうち汚染米

　　が発生するおそれがある地域を合わせた1,500.6haを、農用地土壌汚染対

　　策地域(以下、対策地域)として指定した。対策地域内の汚染状況は表84の

　　とおりで、玄米中平均カドミウム濃度は0.99ppm、土壌中平均カドミウム濃

　　度は、作土で1.12ppm、次層土で0.68ppmであった。



(2)黒部地域

　　45年に黒部市の日本鉱業(株)三日市製錬所周辺地域の農用地の土壌が、カ

　ドミウムによって汚染されていることが判明し、カドミウム環境汚染要観

　察地域に指定された。このため、46～48年度の3年間にわたって同製錬所

　周辺の農用地約250haを対象に、玄米316点、土壌(作土)225点について

　カドミウム濃度を調査した。調査結果の概要は、表85及び表86のとおりで

　ある。

　　玄米中カドミウム濃度が1.0ppm以上の汚染米が検出された地点は7地点

　で、汚染米発生地域の面積は約6haであった。

　　この調査結果に基づき、汚染米発生地域と近傍地域を合わせた129.5ha

　を対策地域として指定した。



2　土壌汚染防止に関して講じた施策

　(1)神通川流域

　　ア　対策計画の策定

　　　　神通川流域の対策地域約1,500haのうち、上流部の108haについて、

　　　第1次地区として土壌汚染防止法に基づく農用地土壌汚染対策計画(以

　　　下、対策計画)を、55年2月に策定した。

　　　(ア)第1次地区の区域、面積及び利用区分

　　　　　第1次地区は、図49に示すとおり、左岸では婦中町、右岸では大沢

　　　　野町及び富山市に位置する。これらの面積と土地利用区分は表87のと

　　　おりである。

　　　(イ)事業の内容

　　　　　復旧方式………区画整理方式(1筆標準30a)

　　　　　工法………埋込客土及び土のせ客土の2工法

　　　　　客土厚………耕土15cm(10cmの耕盤を造成)

　　　　　客土母材の採土地………大沢野町市場地内の山林

　　　　　土壌改良資材………珪酸石灰、熔成燐肥、乾燥鶏糞を施用

　　　(ウ)事業費の概算

　　　　　53年4月現在の物価及び賃金の水準を積算基磯して算定した総事

　　　　業費は1,783,000千円である。





イ　費用負担計画の策定

　　対策計画の策定と同時に、｢公害防止事業費事業者負担法｣に基づいて、表

　88のとおり費用負担計画を定め、汚染原因者である三井金属鉱業株式会

　社に対策事業費1,783,000千円の35.13%に当たる626,368千円を負担

　させることとした。

ウ　公害防除特別土地改良事業の実施

　　対策計画が策定されると、｢土地改良法｣等に基づいて公害防除特別

　土地改良事業(以下、公特事業)として、対策事業が実施されることと

　なる。55年10月、県営公特事業神通川流域地区として事業計画が確定し、

　同月から工事に着手した。

　(ア)事業計画

　　　公特事業では、指定地域の他、隣接する地域でこれに準じて一体的

　　に施行することが必要な地域、及びこれらと併せて事業を行うことが

　　必要かつ妥当な地域についても区画整理を施行するので、事業実施面

　　積は表89のとおりとなった。また、総事業費は、55年4月現在の積算

　　で、2,206百万円(うち事業者負担対象事業費2,008百万円)となった。



(イ)事業の実施状況

　　55年度は21.7haについて、56年度は13.3haについて事業を実施した。

　客土工事を翌年度通年施行により実施する地区もあるため、57年度に

　水稲の作付が可能となった面積は、表90のとおり26.8haである。

　　56年度に初めて作付可能となったほ場(約1ha)においてカドミウ

　ム調査を実施したが、玄米中カドミウム濃度は0.03～0.08ppm、土壌中

　カドミウム濃度は0.07～0.12ppmであった。



(2)黒部地域

　　本地域は、黒部市の中心部に近く位置しているため、対策地域内農用地

　　113.7haのうち約45haが、都市計画の用途地域(54年9月決定)の中へと

　り込まれた。さらに、対策地域内で市企業団地の造成や住宅団地の造成等、

　他用途へ転用されるものが出てきた。

　　このため、対策地域内農用地の土地利用区分について、地元との調整作

　業を行っている市と協議するとともに、対策計画策定のための諸準備を進

　めている。



第6節　地下水の現況と対策

1　地下水の現況

　(1)地下水位の変動

　　　本県における地下水位の観測は、高岡地域6か所、富山地域7か所及び

　　黒部地域7か戸の合計20か所の観測井において実施した。

　　　最近5年間の地下水位の変動は、表91のとおりで地域別にみると、次の

　　とおりである。

　　ア　高岡地域

　　　　能町、上関、寺塚原の各観測井では、近年、回復傾向が、また、二塚

　　　日詰の各観測井では横ばいの傾向がみられる。

　　イ　富山地域

　　　　下飯野、奥田北、速星の各観測井では、近年、ゆるやかな回復傾向が

　　　また、山室、西の番、三郷、前沢の各観測井では、はぼ横ばいの傾向に

　　　ある。

　　ウ　黒部地域

　　　　五六八観測井は水位変動が大きいが、他の金屋、三日市、青木、入膳

　　　小摺戸及び月山の各観測井ではほぼ横ばいの傾向にある。





(2)地下水の塩水化

　　地下水の塩水化の状況について、高岡地域60地点、富山地域40地点及び

　黒部地域30地点の計130地点における実態を調査したところ、塩素イオン

　濃度分布は次のとおりであり、ここ数年ほとんど変化はみられない。

　ア　高岡地域

　　　本地域の塩水化は図50のとおり、小矢部川下流地域から富山新港周辺

　　にかけて比較的広範囲にみられた。

　　　これを地区別にみる、高岡地区では塩素イオン濃度100mg/l以上の

地

　　点は小矢部川河口から、約9km上流の内陸部までに及んでおり、塩素イ

　　オン濃度1,000mg/l以上の地点は伏木港周辺にみられた。

　　　また、新湊地区では塩素イオン濃度100mg/l以上の地点は、海岸線

か

　　ら内陸部約2kmまでみられ、富山新港周辺では塩素イオン濃度10,00

0

　　mg/l以上の地点も一部みられた。

　イ　富山地域

　　　本地域の塩水化は図50のとおり、塩素イオン濃度100mg/l以上の

地点

　　は、富山港から約1.5km内陸部の東岩瀬地区までの比較的、狭い地域に

　　しかみられず、本地域の塩水化は軽徴であった。

　ウ　黒部地域

　　　本地域では、塩素イオン濃度100mg/l以上の地点はみられなかった

。



2　地下水に関して講じた施策
　(1)地下水採取条例に基づく規制の概要

イ　規制対象揚水設備

　　動力を用いて地下水を採取するための設備で、揚水機の吐出口の断面

　積が21cm2を超えるもの。ただし、温泉や可燃性ガスの採掘に伴う地下水、

　あるいは河川区域内の揚水設備を除く。

ウ　取水基準

　　規制地域内の工業用、建築物用等の対象揚水設備について、52年4月

　1日から57年3月31日まで取水基準が段階的に適用されていたが、57年

　4月1日(ただし、井戸側管面積7,500cm2以上のものは62年3月31日)

　から表92のとおり取水基準が適用される。



エ　揚水設備の届出状況

　　条例に基づく届出状況は、事業所数1,144、揚水設備数1,570であり、

　その内訳は表93のとおりである。

　　市町村別では、富山市が423事業所594施設、高岡市が321事業所

　462設備と両市で全体の3分の2を占めている。

　　また、用途別では工業用が最も多く349事業所700設備であり、次い

　で、建築物用が478事業所523設備となっている。





オ　地下水採取状況

　　条例に基づき報告された56年度の地下水採取量は587千m3/日で、その

　内訳は表94のとおりである。

　　市町村別では、富山市が214千m3/日と最も多く、次いで高岡市の145

　千m3/日となっており、両市で全体の61%を占めている。

　　また、用途別では工業用が326千m3/日と最も多く全体の56%を占め、

　次いでその他の融雪用が115千m3/日、水道用が81千㎡/日の順となって

　いる。



(2)監視測定体制の整備

　ア　地下水位観測

　　　本県における地下水位の観測は、34年度に高岡市二塚及び富山市山室

　　に観測井を設置して以来、通商産業省の地下水利用適正化調査等により

　　逐次増設され、現在、高岡地域6井、富山地域7井、黒部地域7井の計

　　20観測井で監視を行っている。

　　　これらの観測井の位置及び構造は表95のとおりである。



イ　水準測量

　　本県が、地盤沈下の未然防止を図るための監視体制として、国土地理

　院の協力を得て、48年度から整備してきた水準測量路線網は、図52のと

　おりである。





第7節　廃棄物の現況と対策

1　廃棄物処理の現況

　(1)一般廃棄物の処理

　　　廃棄物のうち、し尿、ごみなどの主として日常生活に伴って生じる｢一

　　般廃棄物｣については、市町村がその処理計画を定め、住民サービスの一

　　環として処理を行っている。

　　ア　ごみ処理

　　　　一般廃棄物のうち、ごみ処理状況の年度別推移及びごみ処理施設の整

　　　備状況は、表96及び表97のとおりである。

　　　　55年度における収集人口は、110万7千人で県人口の99.8%を占めてい

　　　る。収集されたごみは年間34万7千tで、そのうち可燃物の焼却は22万

　　　9千t(構成比66%)、不燃物の埋立量は10万8千t(同31%)であり、

　　　その他は再利用されている。

　　　　なお、ごみ焼却施設は23施設(処理能力1,262t/日)であるが、富山

　　　広域圏では55年度から57年度事業として焼却能力600t/日の施設を建設

　　　中である。

　　　　また、粗大ごみ処理施設は、富山、砺波、射水の各広域圏と高岡市の

　　　合せて4施設(能力210t/日)が整備されている。





イ　し尿処理

　　し尿処理状況の年度別推移及びし尿処理施設の整備状況は、表98及び

　表99のとおりである。

　　55年度における衛生処理人口は、くみ取りし尿収集人口59万2千人と水

　洗化人口33万6千人をあわせた92万8千人で、県人口の84%を占めてい

　る。収集されたし尿(浄化槽汚でい5万9千klを含む)31万4千klは、

　そのほとんどが、し尿処理施設で処理されている。

　　なお、し尿処理施設については、11施設(処理能力1,116kl/日)であ

　る。

　　また、水洗便所のし尿は公共下水道及びし尿浄化槽で処理されている

　が、し尿浄化槽については水洗化への強い要望から、急激に増加してお

　り、その設置基数も56年度末には約5万6千基となり年間約5千基の増

　加をみている。





(2)産業廃棄物の処理

　　56年度に産業廃棄物を排出すると思われる業種で、従業員20人以上の約

　2,300事業所を対象に行った産業廃棄物実態調査結果では、55年におい

　て事業活動に伴って排出されたものは全体として412万8千tである。そ

　のうち自社利用又は有償売却等の資源化有効利用量145万3千tを除いた

　産業廃棄物量は267万5千tである。これは前回調査した51年実績と比べ

　省資源時代を反映し、資源化有効利用量が13万6千t増加し、産業廃棄物

　量は37万4千t減少している。

　　産業廃棄物発生量を種類別に見ると図53のとおり、有機汚でい80万4千

　t(30.1%)と最も多く、次いで無機汚でい78万7千t(29.4%)、動物

　のふん尿30万1千t(11.3%)の順となっている。

　　また、業種別に見ると図54のとおり、製造業147万1千t(55.0%)と

　最も多く、次いで電気・ガス・水道業52万4千t(19.6%)、農業・水産

　業30万2千t(11.3%)の順となっている。

　　地域別にみると図55のとおり、高岡地域124万9千t(46.7%)、富山

　地域90万8千t(33.9%)、新川地域17万8千t(6.7%)、砺波地域17万

　4千t(6.5%)、射水地域16万6千t(6.2%)の順になっており、富山と

　高岡両地域で全体の80.6%となっている。





　次に処理処分状況については、図56のとおり、発生量267万5千tのう

ち、中間処理(焼却、脱水、乾燥、中和等)されるもの211万6千t(79.1

%)、無処理処分(埋立)されるもの46万3千t(17.3%)、無処理再利

用されるもの9万6千t(3.6%)になっている。中間処理されたものは18

%に減量されて38万8千tになり、このうち26万1千tは再利用され、12

万7千tは埋立処分されている。

　このようにして最終的には、再利用されているものは無処理のものと、

中間処理後のものを合わせた35万7千tで、埋立処分されているものは59

万tである。埋立処分されたものを処分先別にみると、自社処分によるも

のが38万3千t(66.6%)、処理業者委託によるもの16万1千t(27.3%)

地方公共団体が受け入れているもの2万3千t(3.9%)となっている。



2　廃棄物に関して講じた施策

　(1)法令に基づく対策の概要

　　　廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく施策

　　ア　廃棄物の定義

　　　　廃棄物は、一般廃棄物と産業廃棄物に区別されている。一般廃棄物と

　　　は、ごみ・し尿等産業廃棄物以外の廃棄物をいい、産業廃棄物とは、事

　　　業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸等、

　　　法で規定されている19種類のものをいう。

　　イ　処理業の許可

　　　　一般廃棄物及び産業廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行おうと

　　　する者は、それぞれ市町村長及び知事の許可を受けなければならない。

　　ウ　処理基準

　　　　廃棄物の処理にあたっては、保管、収集、運般及び処分の基準に従わ

　　　なければならない。なお、汚でい、鉱さい等で一定基準以上の有害物質

　　　を含む有害産業廃棄物については、特別厳しい基準が設定されている。

　　エ　届出施設

　　　　ごみ、し尿の一般廃棄物処理施設及び汚でい処理施設、廃油処理施設

　　　等14種類の産業廃棄物処理施設が届出施設となっている。

　　オ　施設の技術上の基準

　　　　廃棄物処理施設について、維持管理等の技術上の基準が規定されてい

　　　る。



(2)一般廃棄物

　　市町村における一般廃棄物処理施設の過去3年間の整備状況は、表100の

　とおりであり、粗大ごみ処理施設を除き施設の整備をほぼ完了し、施設の

　更新や高度化が中心となってきている。

　　また、処理施設の高度化に伴い、市町村及び一部事務組合の技術者を対

　象として、ごみ、し尿処理施設維持管理技術研修会を開催し、技術の向上

　を図った。

　　し尿浄化槽についても、設置数の急速な増加の反面、放流水による公共

　用水域の水質汚濁をめぐって種々トラブルが生じているため、設置者に対

　し講習会を開催し、し尿浄化槽の構造、維持管理方法等正しい知識の普及

　に努めるとともに、約1,800基のし尿浄化槽の立入調査を実施し指導の徹

　底を図った。

　　また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の改正に伴い、500人

　槽以下のし尿浄化槽の維持管理について、厚生大臣の指定機関による定期

　検査を行うこととなり、この指定を(社)富山県浄化槽協会が受け、56年8月

　より検査業務を開始し、約530基の検査を実施した。

　　なお、し尿浄化槽指導要綱に基づく登録状況は、表101のとおりであり、

　これら施工業者及び維持管理業者を対象に講習会を行うことにより、技術

　の向上を図った。



(3)産業廃棄物

　　産業廃棄物処理業の許可状況は、表102のとおりであり、収集及び運搬が

　235件(86%)とほとんどで、残りが中間処理と最終処分である。

　　また、産業廃棄物処理施設の届出状況は、表103のとおりであり、汚でい

　の脱水施設が50施設(38%)と最も多く、次いで廃プラスチック類の焼却

　施設、汚でいの焼却施設の順となっている。

　　これらの産業廃棄物処理業者や産業廃棄物排出事業所等について立入検

　査を実施し、廃棄物の適正処理を指導するとともに、廃棄物の減量化や再

　利用の促進及び処理業者の育成を図った。

　　監視指導状況については、表104のとおりであり、産業廃棄物処理業者

　最終処分場、産業廃棄物排出事業所など128事業所を立入検査し、そのう

　ち6事業所に対し処理処分の改善等の指導を行った。





第8節　その他の環境保全対策

1　公害防止計画の推進

　　公害防止計画は、公害対策基本法に基づき、現に公害が著しいか、又は著

　しくなるおそれがある地域に対し、公害防止に関する施策を総合的に講じる

　ため、内閣総理大臣の承認を得て策定されるものである。このような公害防

　止計画は45年以来順次策定され、現在、計画の統廃合、見直し等、全国の31

　都道府県、47地域において策定されている。

　　本県においては、49年12月に富山・高岡地域公害防止計画が策定され、53

　年度を目途に各般の施策を総合的、計画的に実施した結果、硫黄酸化物によ

　る大気汚染や主要河川の水質汚濁等には顕著な改善がみられるなど、一応の

　成果を収めたが、未だ計画目標を十分に達成していないものも見受けられた

　ため旧計画を見直し、55年3月に表105のとおり58年度を目途とした新計画

　を内閣総理大臣の承認を得て策定し、その推進を図っているところである。



2　グリーンベルト事業の推進及び供用開始

　富山新港地区におけるグリーンベルト造成事業は、同工業地帯からの公害

　を防止し、住民に憩と緑豊かなレクリェーションの場を提供するもので、51

年度から公害防止事業団が造成工事を進めており、一部施設を除き、本年10

月に県へ譲渡された後に供用が開始されるものである。

　　この施設は、高岡市姫野、金屋、石丸、新湊市の二の丸、作道に及ぶ富山

新港臨海工業地帯西側背後他に位置し、平均幅約150m、総延長約1,700m、

面積約25ha、総事業費約97億円となっている。

　工事は、これまでに野球場、陸上競技場、テニスコートの運動施設や、芝

生広場、休憩施設、駐車場、その他管理棟などの建設工事が実施されており、

現在、全体面積の約75%を緑で被う植栽工事等が進められている。

　公園の供用開始は本年10月であるが、野球場、陸上競技場については、グ

ランドの芝生の養生のため、58年度から使用することになる。





3　環境保全思想の普及啓蒙

　(1)環境週間の実施

　　　国連人間環境会議は、1972年6月、人類とその子孫のため、人間環境の

　　保全と改善を世界共通の努力目標とし、その意志を表明するため｢人間環

　　境宣言｣を採択した。

　　　これを記念し、世界各国では、毎年6月5日を｢世界環境デー｣として、

　　環境問題の重要性を認識するための諸行事を行ってきている。

　　　わが国では、この日を初日として｢環境週間｣を設け、環境問題に対す

　　る国民の責任と義務の自覚を促すとともに、将来に向ってよりよい環境を

　　創出する努力と決意を新たにする契機とするため、各種の催しを行うなど、

　　全国的な運動を実施している。

　　　本県においても、この趣旨にそって、毎年各種の記念行事を実施してい

　　る。

　　　56年度は、｢よりよい環境を求めて｣をテーマとし、各種団体、市

　　町村などの幅広い協力を得て、環境問題について考え、かつ活動するため、

　　表107のとおり記念行事を実施した。



(2)県土美化推進運動の実施

　　県民の生活水準の向上は、生活様式に変化をもたらすとともに、多量の

　廃棄物を生ずる結果となっているが、これら廃棄物によって生活環境が汚

　染されないよう県民一人一人が、美しい自然の保護と清らかな環境づくり

　を目ざし、自覚と責任をもって努力しなければならない。

　　このため、生活環境保全の重要性について県民の理解と認識を高めるた

　め県土美化推進運動を推進した。

　ア　強調期間

　　(ア)川をきれいにする運動………6月1日～6月30日、9月1日～9月

　　　　　　　　　　　　　　　　　30日

　　(イ)海岸をきれいにする運動……7月1日～8月31日

　イ　美化推進日

　　(ア)6月7日(日)………川をきれいにする日

　　(イ)7月5日(日)………海岸をきれいにする日

　ウ　主要事業

　　　県土美化推進運動期間中に実施した主な事業の概要は表108のとおり

　　である。



4　畜産環境保全対策

　(1)指導及び検査

　　　県及び県下東西両地域において、｢畜産経営環境保全対策協議会｣を開

　　催し、県、市町村及び農業団体を一丸とする総合的な指導体制のもとに、

　　畜産経営環境保全実態調査、巡回指導、研修会の開催、水質検査及び臭気

　　調査を実施し、畜産公害防止に努めた。

　　ア　畜産環境保全実態調査

　　　　畜産農家966戸について調査した結果は表109のとおりで、ふん尿処

　　　理状況は、各畜種とも土壌還元が最も多く86.8%、次いで処理施設利用

　　　が16.8%、その他1.9%であった。

イ　巡回指導、水質検査及び臭気調査

　　調査結果に基づき施設の改善を要する畜産農家を重点的に巡回指導を

　行なうとともに、水質検査、臭気調査を実施した。



(2)助成及び融資

　ア　｢さわやか畜産｣推進事業

　　　家畜の飼養に伴って生ずる環境衛生を害する要因の除去及び改善を図

　　ることにより、地域社会と調和した清潔で、さわやかな畜産経営の育成

　　を目ざした。また、畜産経営群と耕種経営群との有機的な連携を一層強

　　化し、家畜ふん尿の堆きゅう肥化処理技術の向上に努めるとともに、表

　　111及び表112のとおり、土壌還元機械及び施設の設置に助成を行い、

　　制度資金の活用を指導した。



イ　新川地区畜産経営環境整備基礎調査

　　畜産の主産地における畜産経営が周囲の生活環境に及ぼす影響を調査

　し、畜産環境汚染の防止を図るため、表113のとおり調査を実施し、畜

　産経営環境整備、畜産団地及び主産地形成のための畜産振興の基本方針

　を設定する。

5　漁業環境保全対策

　(1)海水汚染の防止

　　　55年度に引き続き、国の助成を得て、調査指導員による漁業環境の監視

　　及び漁業公害に関する情報の収集を行った。

　　　また、漁業者に対し、漁業公害に関する講習会を開催し、知識の普及に

　　努めた。

　(2)定置漁場における水質調査

　　ア　調査目的

　　　　富山湾沿岸部を漁場とする定置漁場の現況を把握するため水質調査を

　　　実施した。

　　イ　調査概要

　　　　55年度に引き続き図58のとおり宮崎から氷見に至る定置漁場を中心と

　　　する30地点を、56年4月から57年3月まで各調査地点毎に年5回から12

　　　回、pH、塩分、濁度、CODについて測定を行うとともに、海況、水温

　　　主な漁獲量も併せて調査した。

　　　　なお、調査結果については調査時毎に取りまとめ、関係者に報告した。



ウ　調査結果

　　調査結果は表114のとおりであった。測定項目の各調査地点における年

　間の最大値、最小値は、pHでは、8.8(宮崎沿、沖、伊古場)～7.1(小

　矢部川前)、塩分では、34.03‰(茂渕二番)～0.45‰(小矢部川前)、

　濁度では、33.9ppm(小矢部川前)～0.7ppm(川中沖、高峰沿、沖、住吉、

　茂渕一番、茂渕三番、前網)、CODは、6.9ppm(釣鐘沖)～ND(宮

　崎沿)の範囲であった。

　　CODについては、水質環境基準(A類型2ppm)を超えたものは、小

　矢部川前と大中瀬の2点で、水産環境基準(1ppm以下)は4地点であっ

　た。

　　赤潮の出現は、この調査で5月と7月の2回確認され、この他の調査

　で3回確認され、年間を通して5回確認された。

　　これらの赤潮生物は珪藻類が主体をなしていたものの、従来、主構成

　生物とならなかった。Thalaaiosira(珪藻類)、Mesodinum(繊毛

　虫)等が赤潮主構成生物となり、生物相の変化が見られた。







6　環境保健対策

　(1)イタイイタイ病対策

　　ア　経緯

　　　　神通川流域で発生を見ているイタイイタイ病は、30年に学会で発表さ

　　　れてから、県内外の研究者による発表があいついで行われた。36年富山

　　　県地方特殊病対策委員会の発足、38年厚生省医療研究イタイイタイ病研

　　　究委員会及び文部省イタイイタイ病研究班の発足など、各方面において

　　　総合的な研究と調査がなされた。これらの調査結果に基づき、43年5月

　　　｢イタイイタイ病は、カドミウム汚染に起因する公害病｣として厚生省

　　　見解が発表された。

　　　　患者等の救済については、42年、県はイタイイタイ病患者及び疑似患

　　　者等に関する特別措置要綱を制定し、43年1月から公費による医療救済

　　　を実施した。44年12月、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法

　　　が公布され、45年2月から同法による医療費等の救済が行われた。

　　　　一方、47年8月イタイイタイ病公害訴訟控訴審判決により48年度から

　　　は原因者の負担により、患者及び要観察者に対し、医療費等が支給され

　　　現在に至っている。

　　　　なお、前述した公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法は、原

　　　因者責任を踏まえた公害健康被害補償法の施行(49年9月)により廃止

　　　された。



イ　家庭訪問指導

　　43年11月イタイイタイ病患者等に対する指導要領を策定し、患者及び

要観察者の治療の促進と発病の予防を図るため、保健婦及び栄養士等に

　よる家庭訪問指導を実施している。

ウ　要観察者の健康管理

　　住民健康調査の結果等から経過観察を要する者に対し、42年から毎年

　管理検診を実施し、健康管理に努めている。

エ　住民健康調査

　　42年から神通川流域で患者の発生のおそれのある地域住民に対し、患

　者の早期発見と住民の健康管理を目的として、年1回の住民検診を実施

　している。

　　54年度からは、環境庁から要望のあった検査項目を一部取り入れ、公

　害健康被害補償法及び農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に定める

　地域を5か年計画により実施している。近年の実施状況は、表116のと

　おりである。



(2)カドミウム環境汚染要観察地域対策

　　黒部市日本鉱業(株)三日市製錬所周辺地域は、45年に実施した環境汚染精

　密調査の結果に基づき、45年5月に国がカドミウム環境汚染要観察地域と

　して指定した地域であり、県では、45年から毎年住民検診を実施し、住民

　の健康管理に努めている。近年の実施状況は、表117のとおりである。

(3)地域住民の健康管理対策

　　生活環境要因の変化に伴う健康障害を防止し、地域住民の健康管理に資

　するため、45年環境保健健康調査実施要綱を定めた。これは住民健康調査

　を実施するにあたって、県又は市町村の実施体制を明らかにするとともに

　調査結果の評価に関する諮問機関を定めたもので、本要綱に基づき環境保

　健健康調査協議会を設置した。

　　また、これを受けて生活環境要因の関連が推定される健康障害者につい

　ては、積極的に医療救済を行うものとし、45年10月から生活環境要因の変

　化に伴う健康障害者に対する特別措置要綱を策定し、市町村が認定した健

　康障害者に対して、当該市町村が医療費を負担した場合、その1/2に相当す

　る額の県費補助を実施している。現在県内における健康障害者は、高岡市

　5名、大門町1名、富山市58名の計64名(57年3月末現在)となっている。



7　食品等の汚染対策

　(1)魚介類の水銀調査

　　　氷見、魚津の産地市場で採取した富山湾産魚介類8魚種、30検体につい

　　て調査を実施した。

　　　その結果は、表118のとおりで、いずれも暫定的規制値(総水銀0.4ppm、

　　メチル水銀0.3ppm)以下であった。

(2)食品等のPCB調査

　ア　食品のPCB調査

　　　流通過程における魚介類、食肉、牛乳及び卵について調査したところ

　　表119のとおりで、食品中の残留PCBは、いずれも暫定的規制値以下

　　であった。



イ　母乳調査

　(ア)PCBによる母乳汚染調査

　PCBによる人体影響の指標として、母乳についての調査を45年度

から実施している。56年度においても、都市部、農村部、漁村部にお

いて実施した。調査結果の推移は、表120のとおりであるが、56年度

の調査結果については、現在厚生省において取りまとめ中である。



(イ)有機塩素系農薬による母乳汚染調査

　　PCBによる母乳汚染は、PCBの生産停止、排水規制等により次

　第に減少してきたと思われるが、今後とも有機塩素剤による人体影響

　の有無をは握する必要から、50年度からPCBのほかにBHC群、D

　DT群及びディルドリンについても調査を実施している。調査結果の

　推移は、表121のとおりであるが、56年度分については、現在厚生省

　において取りまとめ中である。

(3)食品等の残留農薬調査

　　生産地で採取した牛乳、米、果実及び野菜など17食品(59検体)につい

　て19農薬の検査を実施したところ、いずれも基準値以下であった。



8　公害に関する紛争と苦情

　(1)公害紛争処理制度

　　　公害紛争処理制度は、公害に関する紛争の多発化とその態様の特殊性に

　　対応し、紛争の迅速かつ適正な解決を図るために45年6月に設けられたも

　　のであり、国に公害等調整委員会、都道府県に公害審査会等が設置され、

　　公害紛争処理法に基づき、あっせん、調停、仲裁等を行っている。

　　　45年11月の本制度の施行から57年3月31日までに、公害等調整委員会及

　　び都道府県の公害審査会に係属した事件数は684件で、そのうち582件が

　　終結している。

　　　本県では、52年4月に公害審査会へ工場の騒音・振動に関する調停申請

　　が1件なされ、同年9月に調停が成立している。

　(2)公害苦情相談員制度

　　　公害苦情相談員制度は、公害に係る苦情の適切な処理を図るため、公害

　　紛争処理制度の一環として公害紛争処理法に基づき設けられたものである。

　　　公害苦情相談員は、公害苦情について住民の窓口となり、かつ、相談相

　　手となって苦情の処理に当たることを職務としており、都道府県及び人口

　　10万人以上の市に必ず置かれ、その他の市町村については必要に応じて置

　　かれることになっている。

　　　本県では、本庁の公害担当課の各係長及び公害センターの各課長を公害

　　苦情相談員に任命し、住民からの苦情相談に当たっている。

　(3)公害に関する苦情の受理状況

　　　52年度から56年度までの過去5年間において、県及び市町村が受理した

　　苦情は表122のとおりである。

　　　56年度の苦情件数の合計は260件であり、55年度に比べ10件(3.7%)

　　減少した。

　　　公害の種類別では、騒音が73件(構成比28.1%)と最も多く、次いで悪



臭の54件(同20.8%)、水質汚濁の52件(同20.0%)、大気汚染の47件(同

18.1%)の順であった。

　これを55年度と比べると、騒音で19件、その他で4件、悪臭で3件、振

動で2件増加し、水質汚濁で23件、大気汚染で8件、産業廃棄物で7件減

少した。これらの内訳としては、騒音については生産工場では横ばいの状

態であったが、各種商店・飲食店によるものの増加がみられ、一方水質汚

濁については、55年度においてみられた雪の影響による油等の漏洩による

苦情が減少した。

イ　市町村別

　　56年度における市町村別の苦情受理状況は表123のとおりである。

　市部での苦情件数の合計は、223件で全体の85.8%を占めており、騒音

　大気汚染、悪臭、水質汚濁の占める割合が大きく、市別では富山市が

　半数以上を占めていた。

　　これを、55年度と比べると、富山市を除いて横ばい若しくは減少の傾

　向にあり、市部全体として、9件減少していた。なお、富山市では、騒

　音による件数が増加しており、その結果、合わせて25件の増加がみられ

　た。

　　町村部での苦情件数の合計は55年度より1件減少した37件であり、水

　質汚濁、悪臭によるものの占める割合が大きかった。





ウ　発生源別

　　56年度の典型7公害に関する苦情を発生源別に分類すると、表124の

　とおりである。

　　発生源別では、生産工場に係るものが89件(構成比37.9%)と最も多

　く、次いで畜産業、商店・飲食店、その他(浴場、旅館等)のそれぞれ

　32件(同13.6%)、建築・土木工事の16件(同6.8%)の順であった。

　　これを55年度と比べると、生産工場によるものが、18件減少している

　反面、商店・飲食店によるものの増加がみられた。



(4)公害に関する苦情の処理状況

　　56年度において、県及び市町村が受理した苦情についての処理状況は、

　表125のとおりである。

　　直接処理(解決)したもの234件(構成比90.0%)、翌年度へ処理を繰

　越したもの17件(6.5%)その他(原因不明等により処理方法がないもの

　等)8件(同3.1%)、他機関へ移送したもの1件となっていた。



9　公害防止協定と事前協議

　(1)公害防止協定の意義

　　　公害防止協定は、地方公共団体又は地域住民と当該地域に立地し、又は

　　立地しようとする企業との間で、企業の操業に伴う公害を防止し、地域住

　　民の健康の保護と生活環境の保全を図ることを目的として、両者の自由意

　　思に基づき締結される文書による合意である。

　　　公害防止協定は、法律や条例による一律的な規制に比べ、企業の地理的

　　な条件、操業形態等の各種の条件に柔軟に対応した個別的公害防止対策を

　　推進することができ、地方公共団体において法令による規制を補う有力な

　　行政手段となっている。

　(2)公害防止協定の締結状況

　　　県及び市町村が当事者として締結している公害防止協定は表126、表127

　　　のとおりである。



(3)事前協議

　　県公害防止条例第3条第2項の規定により、公害の発生のおそれのある

　工場等の新増設については、公害の未然防止を図るため、あらかじめ公害

　防止対策について、県及び関係市町村と十分協議することになっており、

　56年度は1件について事前協議を行った

　　その概要は、表128のとおりである。











第10節　民間における公害防止体制の整備

1　県の助成

　(1)中小企業公害防止資金

　　　中小企業を対象として、公害防止施設の整備促進を図るため融資を行う

　　ものである。

　　　この制度は、県が金融機関へ県費を預託し、これに金融機関の協調融資

　　額を加え融資を行うもので、その概要は表129のとおりである。

　　　なお、56年4月1日からは、従来から行ってきた融資と利子補給の併用

　　方式を改正し、低利な融資(貸付利率5.0%)のみに一元化することによ

　　り、資金借入者の手続きの簡素化を図っている。

　　　なお、56年度における融資の実績は、表130及び表131のとおりである。







(2)その他の融資制度

　　公害防止施設等に対するその他の融資制度のうち、県が取り扱っている

　のは、中小企業設備近代化資金、中小企業設備貸与資金、中小企業高度化

　資金、中小企業振興融資資金及び農業近代化資金であり、実績は表132の

　とおりである。

2　公害防止管理者制度

　(1)現況

　　　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づき、特定工場

　　には、排出ガス量、排出水量等の規模により公害防止統括者、公害防止主

　　任管理者、公害防止管理者を選任し、公害防止体制の整備を図ることにな

　　っている。

　　　公害防止管理者等の選任届出状況は表133のとおりであり、208特定工

　　場に541名の公害防止管理者等が選任されている。

　　　なお、届出事務の一部が富山市ほか22市町に委任されている。



(2)公害防止管理者資格認定講習

　　　特定工場に公害防止管理者の設置を促進するとともに、公害に関する知

　　識の高揚を図ることを目的として、56年度には大気及び水質に関する公害

　　防止管理者資格認定講習を通商産業省の委託を受けて実施した。その結果

　　128名が認定講習を終了し、公害防止管理者の資格を取得した。



第11節　自然環境保全の現況と対策

1　自然環境保全の現況

　　｢自然環境の保全は、自然環境が人間の健康で文化的な生活に欠くことの

　できないものであることにかんがみ、広く国民がその恵沢を享受するととも

　に、将来の国民に自然環境を継承することができるように適正に行わなけれ

　ばならない｣という基本的理念に立脚して、法律や条例などに基づき次の

　ような諸施策を講じている。

　(1)自然環境保全地域等

　　　自然環境の適正な保全を推進し、もって現在及び将来の県民の健康で文

　　化的な生活の確保に寄与することを目的として、富山県自然環境保全地域

　　を指定している。48年10月20日に沢杉及び繩ヶ池・若杉地域を指定して以

　　来、現在までの指定状況は表134のとおりである。

　　　また、指定すると同時にその地域の保全計画も併せて策定し、年次計画

　　により順次保全事業を実施し、その保全を図っている。



　一方、工場の進出や市街地の過密化によって生活環境に影響があると思

われる富山港臨海工業地帯を、50年4月17日に岩瀬環境緑化促進地域とし

て指定し、緑豊かな街づくりをめざして関係機関の協力を得て、緑化を推

進している。



(2)自然公園等

　　本県には、自然公園法に基づいて指定されている国立公園、国定公園、

　県立自然公園の3種類の自然公園とこれらに準ずる地域として県の規則に

　基づいて指定されている県定公園があり、その現況はつぎのとおりである。

　ア　自然公園

　　　本県は、平野部が都市や農耕地として開発されているのに対して、こ

　　れを東、南、西の三方から取り囲む山岳地は標高が高く、特に東部から

　　南部にかけては、地形が峻険であるため、豊かな自然が十分に残されて

　　いる。また、県東部及び西部の富山湾沿岸一帯も、かなり人手が加わっ

　　てはいるが、自然景観に恵まれた地域である。

　　　これらの優れた自然風景地を保護し、またこれを国民の保健、休養、

　　教化の場として適正な利用を推進するため、表136のとおり8か所の自然



公園が指定されている。

(ア)国立公園

　　中部山岳国立公園は、剣岳、立山、薬師岳等の山岳、弥陀ヶ原、五

　色ヶ原、雲の平等の溶岩台地、黒部に代表される溪谷など地形の変化

　に富み、地獄谷、祖母谷、黒薙等の温泉なども見られ、これを彩る高

　山植物群落や原生林、そこに生息する野生鳥獣、昆虫の種類も極めて

　豊富である。

　　公園の大半が特別地域に指定(昭和13年)されて景観の保護が図ら

　れ、更に特別地域のうち主な山稜部、溪谷等は、特別保護地区(40年

　指定)として厳正に保護されている。

　　白山国立公園には、県南西部上平村の一部が含まれており、庄川支

　流境川の溪谷と、これを取り囲む大門山、大笠山、笈が岳等石川・岐

　阜県境部の山岳地帯が全域特別地域(特別保護地区を含む)に指定

　　(37年11月)され、景観の保護が図られている。

　　法的には、上記のとおりかなり厳しい保護規制下におかれてはいる

　が、現実には、国立公園の自然環境保護上、種々の問題が顕在化しつ

　つある。特に、中部山岳国立公園のうち、立山黒部アルペンルート沿

　線一帯においては、46年6月の同ルート全線開通以来、利用者の急激

　な増加に伴い、宿泊施設からの給排水、一部不心得な利用者によるゴ

　ミ、残飯等の投棄や高山植物帯の踏み荒し等の行為がみられるように

　なった。また、48年頃から、室堂や弥陀ヶ原等の車道沿線に外来牧草

　等のこの地域としてはふさわしくない植物が目立つようになった。

　　これらの現象は、放置すれば立山一帯の自然生態系に悪影響を及ぼ

　すことが考えられる。そこで、これら公園利用に伴う自然環境へのイ

　ンパクトを極力軽減するため、公園管理面で地道な努力を積み重ねる

　必要がある。また、今後、これら自然環境の変化を的確には握するた

　めの科学的調査を継続し、その結果を踏まえた各種保全対策を積極的

　に推進する必要がある。

(イ)国定公園



　　県北西部富山湾沿岸の二上山、雨晴、島尾、灘浦海岸とその地先海

　面が、能登半島国定公園の区域に指定(43年5月)されている。陸域

　は一部を除いて大半が特別地域(虻ヶ島特別保護地区を含む。)となっ

　ており、自然景観保護と各種行為との調整が図られている。

　　なお、本国定公園が指定されて以来、社会状況の変化等があり、県

　は、国の方針にそって公園計画の再検討を行い、環境庁へ申し出てい

　たところ、昭和57年1月環境庁が本計画を決定した。今後は、この計

　画に基づき保護及び利用の適正化を図って行く必要がある。

(ウ)県立自然公園

　　朝日、有峰、五箇山、白木水無及び医王山の5地区が、県立自然公

　園条例に基づき指定されている。区域の大半が特別地域となっており、

　自然景観保護と各種行為との調整を図っている。

　a　朝日県立自然公園

　　　県東部の宮崎海岸、城山から黒部川支流の北又谷に至る海岸、丘

　　陵、山岳、溪谷等の地形と自然景観の変化に富んだ公園である。特

　　に北部城山からの海岸線の眺望及び南部北又谷の溪谷美と原生林の

　　景観は、当公園の圧巻である。利用形態も魚釣、海水浴、温泉、野

　　営、自然探勝、登山と幅広く、年間約30万人の利用者がある。耕地

、

　　集落地を除く大部分が特別地域となっている。

　b　有峰県立自然公園

　　　県下最大の湛水面積を持つ有峰湖(発電用人造湖)を取り囲む山

　　地と鍬崎山を含む一帯である。広大な湖水景観と湖畔からの薬師岳

　　等立山連峰の眺望が優れている。ダムサイトの猪根平には青少年の

　　家、森林管理事務所があって、利用基地となっており、全域が特別

　　地域である。また大規模林道高山・大山線の通過が予定されている。

　c　五箇山県立自然公園

　　　庄川上流部に臨む平・上平村一帯で、自然環境に恵まれ、庄川の

　　溪谷美と合掌造り集落や民謡、伝説、踊り等有形、無形の文化財が

　　多い。相倉に国民休養地、菅沼に青少年旅行村が設置され、利用拠



　　　点として整備されている。国道の改良に伴って到達性が改善され、

　　　年間約25万人の利用者がある。集落地、耕地等を除き大部分が特別

　　　地域となっている。

　　d　白木水無県立自然公園

　　　　県南西部飛越国境にまたがる1,000mから1,800mの高原性

山地

　　　とその山ろく部を区域とした公園である。白木峰、金剛堂山、水無

　　　山、三ヶ辻山、人形山等の山稜部には亜高山帯の自然景観が展開し

　　　ており、高茎草原地帯の所々に高層湿原が発達している。各山頂部

　　　からの北アルプスの白山々系の眺望に優れ、また水無山西ろく湿原

　　　のミズバショウ群落は貴重である。区域の半分が特別地域となって

　　　いる。

　　e　医王山県立自然公園

　　　　県西部の県境部にそびえ立つ医王山塊東面とその山ろく部一帯が

　　　区域となっている。最高地点は海抜939mの奥医王山で南北に緩く

　　　東西に急傾斜をなしている。山ろく部はスギの造林地が多いが500

　　　m付近から上部はナラ類、ツツジ類等の自然林となり、山頂部は風

　　　衝現象による変化の多い植生が見られる。日本海の遠望や砺波平野

　　　の散居村の眺望に優れている。全体の半分が特別地域に指定されて

　　　いる。

イ　県定公園

　　県立自然公園に次ぐ県内の優れた風景地のうち、比較的利用者の多い

　地域6か所が県定公園に指定されている。

　　県定公園の区域内では、特に行為の規制はなく、関係市町村長がその

　責任において、公園としての管理を行っている。

　　各公園の概要は、表137のとおりである。



(3)県民公園

　ア　全体計画

　　　県民公園計画の基本フレームは、表138のとおりで、公園全体をA、

　　B、C、Dのブロックとサイクリングロードに分けて整備が進められて

　　いる。

　　　県民公園は、県のほぼ中央に位置しており、規模は、富山、小杉、婦

　　中、砺波の4市町にまたがる射水丘陵約2,500haとなっている。(

サ

　　イクリングロードは一部大門町にかかっている。)

　　　この一帯の自然環境は、都市地域から近い割には、比較的良好な状態

　　に保たれている。



イ　太閤山ランド

　　A地区は、47年度より｢集い楽しむ｣をテーマに、こどもの国ゾーン、

　スポーツゾーン等を主体に都市公園｢太閤山ランド｣として58年開園に

　むけ整備が進められている。

ウ　自然博物園

　　C地区｢自然博物園｣では、54年に｢いこいの村｣が開園し年間20万

　人を超える県民に利用されている。またその近隣において自然博物園

　センター｢ねいの里｣が56年6月開園し、57年3月までに約3万人の利

　用者が訪れた。この施設は、｢自然に親しむ、自然に学ぶ、自然を

　守り育てる｣をテーマに展示館及び野鳥の庭、自然かんさつ路、かんさ

　つ広場等のフィールドからなり、自然保護教育、環境教育の拠点として

　の活用が期待されている。

エ　頼成の森

　　D地区は、44年度の全国植樹祭地を中心に、保健休養林として整備を

　行い、50年に開園以来、｢頼成の森｣として親しまれ毎年約20万人の県



　民に利用されている。

オ　公園街道

　　太閤山ランドから自然博物園を経て頼成の森に至る自然観察のための

　遊歩道として｢公園街道｣の整備が57年開通に向け進められている。

カ　中央サイクリングロード

　　中央サイクリングロードは、52年に富山～大門間15kmが開通し、富山、

　大門の両センターに貸し自転車を備え、県民に利用されている。





2　自然環境保全に関して講じた施策

　(1)自然環境保全地域の保全及び管理

　　　地域指定に際して策定された保全計画に基づき、56年度では、つぎのと

　　おり保全と管理のための事業を実施した。

　　ア　巡視員の配置

　　　　4月から11月まで各自然環境保全地域に巡視員を配置し、各地域の管

　　　理にあたらせた。

　　イ　保全事業

　　　　繩ヶ池・若杉、深谷及び山の神の各自然環境保全地域において、管理

　　　のための歩道の新設等を行った。

　　ウ　その他

　　　　神通峡自然環境保全地域の概要を解説したパンフレットを発行した。

　(2)自然公園等の保護及び管理

　　ア　国立公園

　　　(ア)許認可

　　　　　自然公園法に基づく56年度中の工作物の新築等に係る許認可取扱状

　　　　況は、表139のとおりである。



(イ)現地管理

　　中部山岳国立公園一帯においては、春から秋にかけて利用者が集中

　する室堂及び剣沢地区に管理職員を常駐(室堂地区4月～11月、剣沢

　6月～10月)させ、自然保護パトロール、施設の維持管理、登山者、

　キャンパー等の利用者指導を行った。特に室堂については、自然保護

　センターが現地管理の中枢基地としての機能を発揮した。

(ウ)美化清掃

　　立山一帯と黒部峡谷一帯の美化清掃を一元化し、より充実した効果

　的な事業を実施するため、立山黒部環境保全協会が前年度に引き続き

　ゴミ持帰り運動を展開した。その中心行事として、8月19日には立山

　美化清掃大会を開催して利用者に対しても参加を呼びかけ、国立公園

　の美化意識の高揚に努めた。

(エ)植生復元事業

　　弥陀ヶ原地区において、オノエヤナギ等の侵入植物の除去を行うと

　ともに、芦峅寺において緑化材料としての高山植物の育苗を行った。

(オ)池塘保護対策事業

　　52年度からの池塘保護対策調査結果に基づき、むしろ篭工を主体と

　する保護対策工事に着手した。

(カ)山岳遭難防止等

　　12月1日から翌年5月15日までの登山届出条例適用期間において、

　剣岳一帯での遭難事故を防止するため、馬場島をはじめ各主要地点に

　登山指導員を配置し、登山届出内容のチェック、装備、行程等の指導、

　現場の登山者との緊急連絡に当たった。

　　56年12月1日から57年5月15日までの条例に基づく届出件数及び事

　故発生状況は、表140のとおりである。



　　　また、春山スキー(4月～5月)、初滑(11月)の両シーズンには、

　　室堂を中心に指導員を配置し、スキーヤーによる遭難事故や環境汚染

　　の防止に努めた。

　　　なお、夏の利用最盛期(7月20日～8月31日)には、剣沢と地獄谷

　　に山岳診療所を開設して、負傷者や急患の診療を行った。そのほか、

　　県山岳遭難対策協議会の事業(テレホンサービス等)に対し、県費助

　　成を行った。

　(キ)立山道路のマイカー規制

　　　立山一帯の貴重な自然環境の保護を目的として環境庁の方針に基づ

　　き、立山道路(桂台～室堂)へのマイカー乗り入れ禁止を従来どおり

　　継続した。

　(ク)高山蝶の保護対策

　　　薬師岳周辺に生息する高山蝶(タカネヒカゲ)を保護するため標識

　　等による啓発やパトロールを行った。

イ　国定公園

　(ア)許認可

　　　自然公園法に基づく56年度中の工作物の新築等に係る許認可取り扱

　　い状況は、表141のとおりである。



　(イ)美化清掃、施設維持管理等

　　　既整備の野営場、園地、駐車場、ビジターセンター等の維持管理及

　　び美化清掃を実施した。

ウ　県立自然公園

　(ア)許認可

　　　県立自然公園条例に基づく55年度中の工作物の新築等に係る許認

可

　　取扱状況は、表142のとおりである。

　　(イ)美化清掃、施設維持管理

　　　　公園区域内の各利用拠点、既整備の公園施設等の美化清掃等維持管

　　　理を関係町村と協力して実施した。

　エ　県定公園

　　　県定公園の管理は、県定公園規則の主旨にのっとり、関係市町村にお

　　いて行った。



(3)自然公園等の施設整備

　　自然公園は、優れた自然の風景地を保護するとともに、自然環境を適正

　に利用することによって、国民及び県民の保健、休養、教化の場として役

　立てることを目的としている。

　　この主旨に沿って、公園事業として、表143のとおりの施設整備を行

っ

　てきた。





(4)県民公園の整備

　ア　自然博物園(C地区)

　　　自然保護思想の普及啓もうをはじめ、自然保護教育、環境教育の拠点と

　　して、つぎのとおり自然博物園センター｢ねいの里｣が整備され、56年6

　　月開園した。

　　(ア)場所　婦中町吉住地内

　　(イ)敷地面積　12.9ha

　　(ウ)施設の概要

　　　a　展示館………鉄筋コンクリート造り2階建

　　　　　　　　　　　延面積726.54m2

　　　　　　　　　　　展示室、レクチャールーム、研究資料室、管理事務

　　　　　　　　　　　室など

　　　b　付帯施設……かんさつ広場、野鳥の庭、自然かんさつ路、休憩広

　　　　　場など。

　イ　その他

　　　A地区のシンボルゾーン、スポーツゾーン、こどもの国ゾーンを前年

　　度に引き続き整備した。

　　　また、A地区からD地区を結ぶ公園街道(幹線歩道17.5km)の整備を

　　進めた。





(5)野生鳥獣の管理

　ア　野生鳥獣の保護と生息数調整

　　(ア)ライチョウの保護対策

　　　　特別天然記念物であり、県鳥でもあるライチョウの保護対策には、

　　　特に力を入れている。調査と保護事業の実績は次のとおりである。

　　　a　生息数調査

　　　　　47年度から北アルプス主要山岳において、順次ライチョウの成鳥

　　　　数をカウントし、調査山域でのライチョウの生息数を把握するもの

　　　　である。56年度には立山一帯で調査を実施し1,070haにおいて244

　　　　羽の生息を確認した。10年前の47年度の調査よりbも23羽少ない生息

　　　　数であり、この変動が生態的なものなのか人為的なものか重要なこ

　　　　とであるので、5年後に再度追跡調査を考えている。現在まで9山

　　　　岳8,300haにおいて715羽を確認している。

　　　b　生息環境調査

　　　　　生息数調査と同一の山域において、植生、生息する野生鳥獣、天

　　　　敵等を調査している。生息数調査と生息環境調査は、万一ライチョ

　　　　ウの生息数や環境に変化が起きた場合、調査時の状況とその時の状

　　　　況とを比較し、保護の対策を決定するための資料とするものである。

　　　c　保護柵設置

　　　　　観光客、登山者の多い立山、薬師岳、朝日岳において登山道外へ

　　　　の踏み込み防止の保護柵を設置している。48年度から53年度に9.7

　　　　kmを設置した。必要か所についての設置はほぼ完了したので、54年

　　　　度からは、これの維持管理を実施している。

　　　d　生態調査

　　　　　51年度から、立山の浄土山から室堂にかけての一帯で、ライチョ

　　　　ウの繁殖状況、社会行動等を追跡調査している。

　　　e　スキー規制

　　　　　50年度から、立山の一部の地域(室堂山周辺約100ha)において



　　ライチョウの繁殖期(5月20日～7月31日)にスキー行為を規制し

　　ている。

　f　冬山調査

　　　夏期に、ライチョウ保護に万全を期しても、冬期の越冬地や採餌

　　場が保全されていなければライチョウは生息できなくなる。このた

　　め53年度から冬期の植物の露出地や越冬地を調査している。

　g　病理調査

　　　東部家畜保健衛生所に依頼して、ライチョウの糞便検査による汚

　　染調査を行っている。

　h　その他

　　　ライチョウ保護のための鳥獣保護員4名を立山、朝日岳、薬師岳

　　に配置し、パトロール等を実施している。

(イ)鳥獣保護員の配置

　　鳥獣保護員を県内に35名配置し、鳥獣保護の実行と啓発を図った。

(ウ)鳥獣保護区の管理

　　県内の鳥獣保護区のうち必要な場所に区域表示のための制札を23本

　　補充し、設置した。

(エ)愛鳥思想の普及啓発

　　5月10日からの愛鳥週間に際し、表144のとおり各種の行事を開催

　して、愛鳥思想の普及啓発に努めた。

(オ)鳥獣の保護・増殖

　　野鳥の多くすんでいる森に小・中学生による巣箱の架設を実施した。

　数多くの傷病鳥獣や幼令鳥獣の救護と野化訓練を富山県鳥獣救護の会

　に委託した。近年、自然保護・鳥獣保護思想の普及と共に、救護事業

　は増加の一途をたどっている。

　　また、日米、日ソ、日豪の渡り鳥保護条約が存することに鑑み、カ

　スミ網による渡り鳥の密猟の取締りを実施し効果をあげた。

　　最近の、野生動物の略奪狩猟から栽培狩猟へという傾向に併せて、

　キジの放鳥を休猟区を中心に実施した。



(カ)生息数の調整(有害鳥獣駆除)

　　人と野生鳥獣とが、同じ土地に共存しなければならない国土利用の

　現状から、人畜や農林業に被害を与える鳥獣の駆除は避けられない事

　業となっているが、その調整は非常に困難なものがある。56年度には表

　145のとおり鳥獣を捕獲し、人畜の危害防止と農林作物の被害の軽減を

　図った。



　(キ)野生鳥獣の調査

　　　ライチョウの各種調査は前述のとおりであるが、愛鳥週間初日のツ

　　バメ調査で県下に31,752羽の成鳥を確認した。これは過去11回の調査

　　のうち2番目に多い数である。また、環境庁の全国一斉調査の一環と

　　して、ガン・カモ科鳥類の生息数を57年1月16日に調査し、カモ類

　　21,045羽、ハクチョウ類22羽(オオハクチョウ14羽、コハクチョウ8

　　羽)を確認した。

　　　また、56年度では新たにドバトの生息状況調査を実施し県下で

　　22,187羽を確認した。

　　　なお、環境庁では、渡り鳥の生態を把握するため、49年に婦中町高

　　塚地内に1級婦中鳥類観測ステーションを設置し、県内のバンダー

　　　(Bander)の協力により標識調査を実施している。56年度には54種、

　　　5,020羽の鳥類を捕獲し、標識(足輪)をつけて放鳥した。(回収39

　　羽)

イ　狩猟行政

　(ア)狩猟講習会、狩猟免許試験

　　　鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下｢鳥獣法｣とする。)が改正され、

　　54年4月16日から施行されたのに伴い、56年度に狩猟講習会を2回開催

　　した結果5名が受講した。



　　また、新しく狩猟免許を受けようとするもの60名に対しては試験を

　実施し、54名が合格した。

(イ)狩猟者登録

　　狩猟者登録をした者の人数は、表146のとおりである。ここ数年

　2,400名前後で推移しており、全国的にみて東京都に次いで下位から

　2番目である。

(ウ)休猟区の設定

　　狩猟鳥獣の増殖を図るため、休猟区を表147のとおり設定した。

　この結果、休猟区は既設定のものと合わせ、19か所、17,790haとなっ

　た。



(エ)銃猟禁止区域の設定

　　　銃器による狩猟事故を防止するため富山南部銃猟禁止区域(富山

　　市)を新設したが、狩猟解禁日に小矢部川河川敷で人身事故が発生

　　したので、緊急措置として国東橋(高岡市)と国条橋(高岡市)両銃

　　猟禁止区域を増設した。また、庄川(庄川町・利賀村)と山田(山

　　田村)両銃猟禁止区域の期間更新をした。この結果、銃猟禁止区域

　　は22か所、9,427haとなった。

(オ)銃猟制限区域の設定

　　鳥獣法の改正によりできた制度である銃猟制限区域を常願寺川(富

　山市50ha)に設定した。この結果、既設定のものと合わせ5か所1,660

　haとなった。

　　この制度は、銃猟禁止区域と同様、銃器による狩猟事故を防止する

　目的で、一定地域内の銃猟者数を制限しようとするものである。

(カ)狩猟違反・狩猟事故の防止

　　鳥獣保護員、県警の協力を得て狩猟違反の摘発・事故の再発防止に

　努めた。

(キ)狩猟鳥獣の分布調査

　　狩猟鳥獣の分布実態を調査し、狩猟鳥獣の保続並びに農林作物等の

　食害との関連を調べるため富山県狩猟研究会に委託し、ゴイサギ、カ

　ルガモ等の10種の水鳥について調べた。

(ク)キツネの捕獲規制

　　43年度から2次にわたる13年間の捕獲禁止措置により、キツネ

　による被害が生ずるまで生息数が回復したので、これまでの全面規制

　を緩和し、56年度の猟期から58年度まで、12月に限り、1人当り1日

　1頭の捕獲規制措置を実施した。56年度は29頭が捕獲された。



(6)自然保護思想の普及啓もう

　　自然保護思想についての県民の関心は、近年特に高まってきているもの

　の、まだ十分とは言えない。そこで県では、自然を大切にする心が県民の

　日常の行動として定着するよう56年度においては、次の事業を実施して自

　然保護思想の普及啓もう活動を積極的に推進した。

　ア　ナチュラリストの配置

　　　中部山岳国立公園立山地区では49年度から、また県民公園・頼成の森

　　では53年度から、訪れる人々に自然に対する理解を深めるための解説を

　　行い、自然保護思想の普及啓もうを図るナチュラリスト事業を実施して

　　いる。

　　　さらに、56年度からは、自然博物園センター｢ねいの里｣においても

　　活動を始め、ナチュラリスト制度のより一層の充実に努めた。

　　(ア)立山室堂地区

　　　　7月20日から8月31日までの夏山シーズン中、毎日室堂の立山自然

　　　保護センターを基地として、室堂周辺を巡回しながら登山者や観光客

　　　に自然解説を行った。また、同センター内の展示室を利用しての解説

　　　や、レクチャールームでの映画、スライドを通して自然のしくみにつ

　　　いて説明を行った。

　　(イ)頼成の森

　　　　56年度は4月29日から11月3日の間の毎日曜・祝日(7・8月を除

　　　く)に訪れる人々に遊歩道を歩きながら自然解説を行った。

　　(ウ)自然博物園センター｢ねいの里｣

　　　　56年6月にこの施設がオープンしたことにともない、6月7日から

　　　11月3日の間の毎日曜・祝日に訪れる人々に展示館と自然かんさつ路

　　　を使って自然解説を行った。

　イ　自然保護講演会の開催

　　　56年3月、富山市科学文化センターにおいて一般県民を対象に自然保

　　護講演会を開催した。



　　　講演は、山階鳥類研究所・柴田敏隆氏による｢子供と自然｣であった。

　　　　また、同時に映画｢森林は生きている｣を上映した。

　ウ　自然保護読本の作成

　　　自然保護読本シリーズに引き続き、55年度からはふるさと歩道を訪れ

　　る人々の自然観察の手引きとなる小冊子を作成することとしている。

　　　このシリーズの第2集として、56年度は｢ふるさと歩道をたずねて－

　　朝日－｣を作成し、関係行政機関、小・中学校等に配布した。

　エ　自然保護指導員の配置

　　　国立公園、国定公園等の自然公園や自然環境保全地域を巡視し、これ

　　らの管理に当たったり、各地域社会において自然保護思想の啓もうのた

　　めの活動を行うために富山県自然保護指導員を45名委嘱し、一般県民に

　　対する自然保護思想の普及と啓もうに努めた。

(7)自然に関する科学的調査

　ア　立山池塘保護対策調査

　　　50年度及び51年度の2か年にわたって実施した立山植生活力度調査の

　　結果、天狗平周辺の池塘(ガキの田)が土砂流入等により相当の被害を

　　受けていることが明らかになった。このため、52年度から継続的に天狗

　　平周辺約20haについて、池塘の保護及び復元のための試験工法を実施して

　　きたが、56年度はその最終年度として既施工箇所の追跡調査を実施した。

　　　調査の結果、蛇篭工、むしろ篭工、麻袋工、丸太積工の順で堆積効果

　　の大きいことが確認された。

　イ　立山道路沿線自然生物定点調査

　　　中部山岳国立公園立山地区の利用者は、46年に立山・黒部アルペンル

　　ートが開通して以来急激な増加をみている。このことが高山帯における

　　自然生態系にいかに影響を及ぼしているかを長期的には握するため、53

　　年度を初年度として57年度までの5か年間を第Ⅰ期として調査を実施し

　　ている。56年度は、その第4年次として次のとおり実施した。

　　(ア)調査項目



　　　　自然生態系の変化を顕著に表わすものとして、植生(主要樹種の活

　　　力度の測定など)、土壌(理化学的成分)及び動物(鳥類相)の3項

　　　目を調査した。

　　(イ)調査範囲

　　　　桂台～美女平～弥陀ヶ原～室堂～黒部平にわたるアルペンルート沿

　　　いに、代表的な植物群落を指標とした調査区を設けた。

　　　　調査区数は、合計55か所である。

　　(ウ)調査結果

　　　・植生－アルペンルート沿線において、昨年に続いてブナを初めと

　　　　する広葉樹の樹勢の衰退が認められたが、スギなどの針葉樹の衰退

　　　　傾向は頭打ちの状態を示した。また、過去20年間の年輪解析におい

　　　　て、ルート沿いのスギの生長が一時的(48～51年前後)に低下した

　　　　ことが観察された。

　　　・土壌－天狗平の土壌が、約9,000年前にさかのぼる極めて古いも

　　　　のであることがわかった。また、立山の湿原土壌は、施設の周辺に

　　　　おいて乾性化が進行し、土壌のやせていくことが確認された。

　　　・動物－52種、379羽の鳥類が観察された。鳥相の内訳は、夏鳥13

　　　　種、留島19種、漂鳥17種、冬鳥3種であった。

(8)自然環境保全地域等の公有地化

　　自然環境の保全を積極的に推進するため、47年度に富山県自然環境保全

　基金制度を設置し、市町村と共同して土地の公有化を進めることとした。

　取得の対象は、自然環境保全地域等の民有地のうち自然環境が極めて優れ

　ており、厳正に保全する必要がある土地並びに自然公園の集団施設地区及

　びその周辺の自然景観が優れており、その環境を保全する必要のある土地

　である。

　　56年度までに公有化した土地は全部で136.6haとなっている。





　　第3章　昭和57年度において講じよう

　　　　　　　　　とする環境保全に関する施策

第1節　環境保全施策の重点

　昭和57年度においては、第1章、第2章で述べたような環境の現況を踏まえ

次の事項に重点を置いてその積極的な推進を図ることとしている。

1　環境汚染の未然防止

　　各種開発行為等の実施に当たっては、それが地域の環境に及ぼす影響につ

　いて事前に予測、評価することなどにより、環境汚染の未然防止を図り、良

　好な環境を保全して行く必要がある。

　　このため、本県では、これまで公害防止条例に基づく事前協議や、土地対

　策要綱に基づく事前審査制度等の活用に加え、国の要綱、指針等に基づく環

　境アセスメントの実施等により対処してきたが、今後も一層この先見的施策

　を推進する必要がある。

　　また、これらの施策を進めるに当たっては、地域の社会的条件や、自然的

　条件、あるいは、汚染物質の受容能力等を踏まえ、適正な地域環境の保全と

　利用の誘導を図る環境管理システムの考え方を行政施策に反映していかなけ

　ればならない。

　　このため、大気については、56年度に改定したブルースカイ計画をさらに

　推進するとともに、最近のエネルギーの多様化に対応するため、水銀の環境

　実態調査を実施する。

　　また、水質については、水域の汚濁機構を把握するため、これまでの、小

　矢部川、神通川、黒部川等の22河川に引き続き、今年度は、県西部の庄川、

　阿尾川等5河川について調査を実施する。そのほか、住民の生活との係わりが

　深い都市河川のうち、いたち川、松川等8河川について、水質、水辺の環境

　等について実態調査を実施する。



2　監視体制の整備と指導の強化

　　環境の汚染状況について、監視し適切な対策を講ずるため、環境監視体制

　を逐年整備し強化してきている。

　　大気汚染については、一般常時観測局36局及び自動車排出ガス常時観測局

　2局で常時監視しており、今年度は硫黄酸化物等の測定機器について、高精

　度を維持するため、一部の機器を更新する。

　　水質汚濁の状況については、27河川と富山湾を併せた119地点で、定期に

　監視を行っていく。

　　また、地下水位状況を把握するため、富山・高岡・黒部地域の20ヵ所で引

　き続き地下水位の観測を行う。

　　工場・事業場に対しては、大気汚染防止法や水質汚濁防止法に基づくばい煙、

　排水等の排出状況あるいは廃棄物処理法に基づく廃棄物の処理処分状況の監

　視に努める。

　　さらに、公害防止設備の設置、連続測定体制の整備、工程の改善など、よ

　りきめ細かな指導を引き続き実施する。

3　自然環境の保全と復元

　　自然環境保全基本方針に基づいて、自然環境保全地域の指定に向けて基礎

　調査を実施する。また、ライチョウ保護対策として、五竜岳周辺において生

　息数調査等を行うとともに、厳冬期におけるライチョウ生息調査なども引き

　続き実施するほか、池塘(ガキ田)の保全対策を推進する。

　　更に、自然環境行政は県民の理解と協力を得て推進する必要があるため、

　講演会の開催、自然観察読本の作成配布などを通じて自然保護思想の普及啓

　もうに努める。また、昨年オープンした自然博物園センター｢ねいの里｣で

　も自然保護教育活動を通じ、自然保護思想の普及啓もうを図る。

　　また、県民に野外レクリェーションの場を提供するため、立山町称名地区

　の園地整備、大山町粟巣野地区の家族旅行村整備を継続するほか、大山町有

峰地区のふるさと自然公園の指定に向けて準備を進める。



第2節　環境保全の具体策

1　大気汚染防止対策

　(1)大気汚染の常時監視

　　　環境基準の達成状況等を把握するため、一般常時観測局36局、自動車排

　　出ガス常時観測局2局で、常時監視するとともに、既設観測局において老

　　朽化している測定機器を更新する。

　(2)環境大気基礎調査

　　　一般常時観測局の補助的監視として、県内平野部全域にわたり、硫黄酸

　　化物、降下ばいじん及び窒素酸化物を、1か月ばく露法により80地点で常

　　時調査するとともに、工場周辺及び一般環境における浮遊粉じん及び浮遊

　　粉じん中の重金属を40地点で調査する。また、石炭利用の拡大に伴い排出

　　が懸念される水銀、ひ素及びベンツピレンについて県内10地点で基礎調査

　　を実施する。

　(3)特定ガス環境大気調査

　　　富山新港地区及び婦中地区におけるふっ素化合物による汚染の状況につ

　　いて、発生源調査、環境大気調査及び植物影響調査を実施する。

　(4)自動車排出ガス環境調査

　　　自動車交通量が多く、自動車の渋滞がみられる富山、高岡両市等の主要

　　交差点等3地点において、自動車排出ガスによる汚染の状況について大気

　　環境調査を実施する。

　(5)ばいじん原単位調査

　　　ばいじんの環境への影響を把握するため、代表的なばい煙発生施設につ

　　いて、排出原単位、粒度分布等実態調査を実施する。



2　水質汚濁防止対策

　(1)公共用水域の水質監視

　　　河川及び海域の環境基準達成状況を把握するため、河川89地点、海域30

　　地点の合計119地点について、水質測定計画に基づき、健康項目、生活環

　　境項目等の水質調査を実施する。

　　　また、主要海水浴場における季節調査を実施する。

　(2)特定物質環境調査

　　　未規制物質による環境汚染の実態を把握するため、合成洗剤(LAS)

　　について、河川、海域の水質調査を実施する。

　(3)底質環境調査

　　　河川及び港湾における底質の実態を把握するため、重金属(水銀、鉛等)

　　及びPCBについて、調査を実施する。

　(4)水質管理計画基礎調査

　　　水質管理計画を策定するため、庄川、仏生寺川、上庄川等5河川につい

　　て発生負荷量、汚濁機構等の基礎調査を実施する。

　　　また、地域の生活環境と係わりの深い都市河川のうち、いたち川、松川等

　　県東部8河川について、水質、底質、水辺環境等の実態調査を実施する。

3　騒音、振動防止対策

　　環境騒音、自動車騒音や工場騒音並びに道路交通振動、工場振動等につい

　て実態調査を実施するとともに、必要に応じ騒音規制法、振動規制法に基づ

　く規制地域の拡大を図る。

　　また、最近、全国的に問題となっている深夜営業騒音について、実態調査

　を実施する。



4　悪臭防止対策

　　畜産業、化学工業等の悪臭物質について実態調査を実施するとともに、必

　要に応じ悪臭防止法に基づく規制地域の拡大を図る。

5　土壌汚染防止対策

　(1)土壌汚染対策事業の実施(神通川流域)

　　　56年度に引き続き、県営公害防除特別土地改良事業として、基盤整地、

　　耕盤造成、客土等の面工事の推進をはかる。

　　　また作付可能となったは場については、稲作の安定をはかるため、展示

　　ほを設置して技術指導を推進するとともに、客土後の水稲収量やカドミウ

　　ム濃度等の調査を行う。

　(2)対策計画の策定準備

　　　神通川流域の第2次地区については、関係機関と協議し、対策計画を策

　　定するための準備作業を進める。

　　　また黒部地域についても、土地利用の調整等を行い、計画を策定するた

　　めの準備を進める。

6　地下水対策

　(1)定点地下水位調査

　　　地下水障害防止のため、富山、高岡及び黒部地域の20観測井において、

　　地下水位を常時観測する。

　(2)地下水塩水化調査

　　　地下水塩水化の実態を把握するため、富山、高岡及び黒部地域の130井

　　について塩素イオン濃度を調査する。



7　産業廃棄物対策

　(1)監視体制の強化

　　　有害産業廃棄物、最終処分場等について重点的に監視し、適正処理を指

　　導する。

　(2)共同処理処分施設整備の促進

　　　産業廃棄物の適正処理を促進するため、事業者共同による中間処理施政

　　の建設や最終処分場の確保について指導する。

　(3)産業廃棄物処理業者に対する指導育成

　　　産業廃棄物処理業者に対し、適正な収集、運搬、処分について指導する

　　とともに、健全な育成を図る。

　(4)廃棄物交換の実施

　　　富山、高岡両商工会議所の｢廃棄物交換コーナー｣に、有効利用可能廃

　　棄物に関する情報を提供し、廃棄物交換を行うことにより、資源化有効利

　　用の促進を図る。

8　その他の環境保全対策

　(1)グリーンベルト事業の推進と供用開始

　　　富山新港地区のグリーンベルト造成事業は、面積約25haにわたって植樹

　　帯を中心に、運動施設、遊歩道、休憩施設などの施設を本年10月の完成を

　　目途に整備する。

　(2)公害防止計画の推進

　　　地域住民の健康保護と生活環境の保全を図るため、58年度の達成を目途

　　として、55年3月に策定された富山・高岡地域公害防止計画に基づき、57

　　年度も引き続き発生原の監視指導、環境監視体制の整備及び下水道、廃棄



　　物処理施設の整備等を進める。

(3)環境保全思想の普及啓もう

　ア　環境週間

　　　48年度から実施された環境週間は、57年度で第10回目を迎えるが、今

　　年度は｢よりよい環境を求めて｣をテーマとして、6月5日から6月11

　　日までの環境週間中に次の諸行事を実施する。

　　(ア)環境問題に関する記念講演会の開催、あるいは小・中学生及び高校

　　　生からポスターを募集するなど、環境保全思想の高揚を図る。

　　(イ)中央サイクリングロードにおいて、自転車の無料貸出しを行い、県

　　　民が自然に親しむ機会を設ける。

　　(ウ)企業に対し、公害防止施設等の自主点検を呼びかけるとともに新聞、

　　　テレビ等を通じて趣旨のPRを行う。

　　(エ)空カン散乱防止についてのポスターを配付とともに新聞、テレビ等

　　　を通じて趣旨のPRを行う。

　イ　県土美化運動

　　　美しい自然の保護と清らかな環境づくりを目ざし、生活環境保全の重

　　要性について県民の理解と認識を深めるため、｢川をきれいにする運動｣

　　　｢海岸をきれいにする運動｣｢空カンゼロ運動｣を推進する。

(4)｢さわやか畜産｣の推進

　ア　畜産経営の環境保全総合対策

　　　畜産経営環境保全対策協議会を開催し、県、市町村及び農業団体を一

　　丸とする総合的な指導体制を整備強化するとともに、畜産環境保全実態

　　調査、巡回指導、研修会の開催、水質検査及び臭気調査を実施し、畜産

　　経営による環境汚染の防止を図る。

　イ　畜産環境対策の促進

　　　畜産農家の組織化と集団化を図るとともに、畜産農家と耕種農家の連

　　けいによる合理的な家畜ふん尿の処理利用を推進するため、これに必要



　　な処理機械及び土壌還元用機械施設等の整備を図る。

　ウ　家畜ふん尿有効利用の促進

　　　家畜ふん尿を土壌改良資材及び肥料として土地還元することにより、

　　有効利用することを促進し、畜産公害の防止と地力増強を図り、土地基

　　盤と結びついた安定的な畜産経営の育成を図る。

　エ　家畜ふん尿土地還元の推進

　　　家畜ふん尿から良質な堆肥を生産するとともに、耕種農家との連けい

　　を密にしつつ、土地還元の定着化を図るため、これに必要な施設、機械

　　の導入に対して助成し、また、流通組織の育成強化を図る。

　オ　畜産環境保全指導の強化

　　　家畜ふん尿は土壌還元を原則とし、その利用方法や組織化についてさ

　　らに検討を加え、積極的に有効利用を促進するとともに、畜舎及びその

　　周囲の清掃、美化を徹底し、県下一斉に悪臭防止と害虫駆除を推進する。

　　　なお、施設設置等に必要な資金については制度資金の活用と助成を行

　　なう。

(5)漁業環境保全対策

　ア　56年度に引き続き、調査指導員による漁場環境の監視及び漁場公害に

　　関する情報の収集を行う。

　　　また、漁業者に対し漁業公害に関する講習会を開催し、知識の普及に

　　努める。

　イ　定置漁場における水質調査

　　　56年度に引き続き、定置漁場を中心とした30地点について、1年を通

　　して一斉調査を実施する。

(6)環境保健対策

　ア　イタイイタイ病対策

　　　56年度に引き続き、家庭訪問指導、要観察者の管理検診、神通川流域

　　住民健康調査を実施する。



　　イ　カドミウム環境汚染要観察地域対策

　　　　黒部市日本鉱業(株)三日市製錬所周辺住民の過去の検診データーから選

　　　出した要追跡者に対し、健康調査を実施し、住民の健康管理に努める。

　　ウ　地域住民の健康管理対策

　　　　市町村が生活環境要因の変化に係る健康調査を実施する場合、県が技

　　　術協力をするほか、市町村が健康障害者と認め療養費を支給した場合に

　　　は、その1/2に相当する額を補助する。

　　エ　光化学スモッグ対策

　　　　光化学スモッグが発生した場合には、健康被害の届出を受理するとと

　　　もに、被害状況の調査等を実施することにより、地域住民の健康管理に

　　　努める。

9　環境保全に関する試験研究

　(1)公害センター

　　ア　環境大気中の有機物質の分析方法の研究

　　　　大気中に存在する有機物質のうち、光化学反応性及び有害性の高い塩

　　　素化炭化水素類についての分析方法を検討する。

　　イ　環境への各種発生源別粉じん量寄与率の研究

　　　　砂地、田畑及びその周辺において、浮遊粉じんによる汚染状況を調査

　　　し、環境への粉じん量寄与率を検討する。

　　ウ　大気拡散モデルの広域化に関する研究

　　　　婦負、上新川及び中新川地域における環境大気及び、地上風の調査を

　　　実施し、精度の高い気象モデルを検討する。また、その気象モデルと｢公

　　　害防止計画地域｣の気象モデルを統合した大気拡散モデルを検討する。

　　エ　水質汚濁物質の分析法の研究

　　　　工場排水及び河川水中におけるりんの分析法として、操作手順が簡易

　　　で精度のよい測定方法を検討する。

　　オ　工場排水の合理的処理方法の研究

　　　　繊維関連工場における排水処理方法として、生物処理に加えて物理・



　　化学処理の適用について、検討する。

　カ　水質拡散に関する研究

　　　富山湾東部沿岸海域における水質拡散状況を調査し、COD及び塩分

　　を指標とする拡散シミュレーション手法を検討する。

　キ　都市河川の底質汚染に関する研究

　　　主要都市周辺地域における河川底質の有機物質、重金属等の濃度調査

　　を行い、各流域における汚染指標を検討する。

(2)衛生研究所

　ア　不快動物の多発防止対策の調査研究

　　　観光地等に多発する不快害虫ならびに家畜舎から発生するイエバエ類

　　について調査研究を行い、発生防止と駆除対策を検討する。

　イ　農薬など環境汚染物質に関する調査研究

　　　56年度に引続き、BHC、DDT、デイルドリン、水銀などによる県

　　内産食品及び飲料水の汚染状況について調査する。

　ウ　イタイイタイ病の予防に関する研究

　　　要観察者の病態生化学的検査を実施し、その結果について検討すると

　　ともに、これまでの長期観察結果を解析する。

　エ　重金属汚染に関する研究

　　　カドミウムに関する動物実験を継続観察し、栄養ならびに出産負荷等

　　が毒性発現に与える影響について検討する。

(3)工業試験場

　　コールドボックス法による発生ガス除去に関する研究

　　　省エネルギータイプの鋳型として普及し始めてきたコールドボックス

　　法の発生ガスの処理技術を検討する。

(4)繊維工業試験場

　　染色へのマイクロ波応用研究



　　　　染色・捺染工場で染色布にマイクロ波を照射して、染料の発色工程で

　　　の節水、省資源、省エネルギーと工程の合理化を検討する。

　(5)農業試験場

　　　公特事業に伴う客土水田の調査

　　　　神通川流域の公特事業完了3地区の客土水田において、玄米や土壌中の

　　　カドミウム濃度調査等、対策地域指定解除のための諸調査を実施する。

　(6)畜産試験場

　　ア　家畜ふん尿のメタン発酵利用

　　　　家畜ふん尿から効果的にメタンガスを発生させる方法、得られたガス

　　　の有効利用等について検討する。

　　イ　家畜ふん尿の無排水液化処理

　　　　液化処理方式が公害防止上有効であるが、家畜に多少ストレスを与え

　　　るので改善を図るとともに、処理液の堆肥化を検討する。

　(7)水産試験場

　　　赤潮に関する調査

　　　　赤潮の発生状況を把握し、魚類に対する影響を検討し漁業者等に赤潮

　　　発生情報を通報する。

　(8)林業試験場

　　　環境変化に伴う樹勢衰退調査

　　　　スギの樹勢衰退現象の原因を把握するため調査を引き続き実施する。

10　公害防止事業に対する助成

　　中小企業における公害防止施設の整備を促進するため、本年度も引きつづ

　き、中小企業者が設置する処理施設に対し、個別には2,000万円、共同処理

　施設には4,000万円を限度に融資を実施する。



11　自然環境保全対策

　(1)自然環境保全地域の指定と管理

　　ア　指定候補地の基礎調査の実施

　　　　長瀞峡(福光町)及び城前(立山町)の両地域について、基礎調査を

　　　実施する。

　　イ　自然環境保全地域の保全事業の実施

　　　　自然環境保全地域については、保全計画に沿って年次計画に基づき、

　　　管理歩道の新設等の事業を実施する。また、この地域の自然環境を保全

　　　することの大切さを認識してもらうため、普及啓もう用のパンフレット

　　　を作成する。

　(2)自然公園等の整備及び管理

　　ア　中部山岳国立公園については、称名地区の貴重な自然の保護と利用を

　　　図るため、称名滝の周辺を中心に園地、駐車場、歩道等を整備中であ

　　　り、56年度の称名平駐車場(196台収容)、公衆便所(36m2)の整備に

　　　引き続き、本年度は称名平に園地、休憩所、称名滝の周辺に園地、歩道

　　　の整備を進めるほか、薬師沢出合吊橋及び馬場島管理休憩所の整備を図

　　　る。

　　イ　白山国立公園については、白山北山稜線歩道、園地、駐車場等を5ヵ

　　　年間で整備を実施する。

　　ウ　朝日町等7市町村の県立・県定公園については、県費補助で施設整備を

　　　実施する。

　　エ　立山の植生復元については、前年度に引き続き、弥陀ヶ原地区の外来

　　　牧草等の除去及び緑化工事を行うとともに、室堂地区の緑化工事に着手

　　　する。また、芦峅寺における緑化材料としての高山植物の育苗を継続実

　　　施する。

　　オ　立山天狗平周辺の池塘の保護のため、前年度に引き続き復旧事業を実

　　　施する。



　カ　室堂に設置されている立山自然保護センターを基地とし、公園パトロ

　　ール、美化清掃、利用者指導等を行う。

　キ　山岳遭難防止対策の一助として、登山者に立山剣岳一帯の登山道その

　　他の最新情報を提供するため、テレホンサービスを実施する。

　ク　薬師岳周辺に生息する高山蝶(タカネヒカゲ)を心ない違法採取者か

　　ら保護するため、標識等による啓発やパトロールの強化を行う。

(3)県民公園の整備及び運営

　ア　A地区のシンボルゾーン、スポーツゾーン、こどもの国ゾーンを前年

　　度に引き続き整備する。

　イ　A地区からD地区を結ぶ公園街道(幹線歩道17.5km)の整備を進め、

　　全線開通を図る。

(4)野生鳥獣の保護と管理

　　野生鳥獣の保護と管理のため次の諸施策を実施する。

　ア　ライチョウの保護対策のためその一環として、新たに五龍岳で生息数

　　の悉皆調査、生息調査を実施するほか、立山で生態調査、冬期調査等の

　　諸調査を実施する。更に室堂山周辺においては繁殖期(5月20日から7

　　月末まで)にスキー行為の一部規制を行う。

　　　また、既設のライチョウ保護柵を改良し管理員を配置する。

　イ　鳥獣保護員を増員し、保護の実効と啓もうを図る。

　ウ　愛鳥週間において、ツバメの調査、バードウォッチング、愛鳥ポスタ

　　ー並びに標語の募集を行うなど愛鳥思想の啓もうと普及を図る。

　エ　負傷鳥獣の救護管理、給餌台の設置、オオハクチョウの給餌、キジの

　　放鳥、カスミ網による密猟取締等を行い、積極的に野生鳥獣の保護と増

　　殖を図る。

　オ　有害鳥獣については、市町村に対し指導等を行い、体制の整備に努め

　　るほか、猟友会の協力を得て駆除隊を編成し、必要に応じて適確で迅速

　　な駆除を実施する。



　カ　現地調査のうえ、必要に応じ銃猟禁止区域、銃猟制限区域を設定する。

　キ　狩猟の健全化のため、講習会、研修会、取締りを実施する。

(5)自然保護思想の普及啓もう

　　県民に対する自然保護思想の普及啓もうを図るため、次の諸施策を実施

　する。

　ア　中部山岳国立公園立山地区の室堂には夏山シーズン中(7月20日～8

　　月31日)の毎日、また、県民公園頼成の森と自然博物園センター｢ねいの

　　里｣では4月29日～11月3日の間の毎日曜日及び祝日(頼成の森は7～8

　　月は除く)に、それぞれナチュラリストを配置し、公園利用者に対し自

　　然解説をする。

　イ　自然公園や自然環境保全地域等に、自然保護指導員45名を配置し、管

　　理・巡視を行う。

　ウ　自然保護に関する講演会を開催する。

　エ　環境教育の普及

　　　自然博物園センター｢ねいの里｣において、四季を通じての自然観察

　　会をはじめとして誰もが自然に親しみ学べるように各種プログラムを実

　　施することによって環境教育の普及を図る。

(6)自然に関する科学的調査

　ア　立山道路沿線自然生物定点調査

　　　53～55年度に設定した立山道路沿線の調査区について、引き続き植生

　　　　(植生及び標本木の活力度)、土壌(理化学的性質)及び動物(鳥類相)

　　　の調査を春から秋に行う。































































第9　最近の環境用語

1　赤潮

海中のプランクトンが異常増殖し、海水が赤褐色を呈する現象。発生のメ

カニズムは完全に究明されていないが、海洋沿岸や河川の注ぐ湾内に、しか

も雨後に強い日射と海面の静かな日が続くときに発生しやすい。海水中の窒

素、燐等の栄養塩類濃度、自然条件の諸要因が相互に関連して発生すると考

えられている。魚介類に対する被害の原因として、(1)赤潮プランクトンが魚

介類のえらに詰って窒息する。(2)赤潮プランクトンの細胞分解のため海水中

のDOが欠乏する。(3)有毒物が赤潮プランクトンにより生産排出される。(4)

細菌が増殖する。などの諸説がある。

2　アメニティ

場所・建物・気候などの感じのよさ、快適さあるいは人の性質、習慣、行

為等が気持ちのよいものであることを意味するが、そのほか美しい風景を指

すこともある。このようにこの言葉は、多義的かつ曖昧で、そのうえ極めて

主観的な要素を含んでいる。

近年、生活に関する価値観は、物質的な豊かさだけでなく、更に精神的な

ものも含めた生活の豊かさ、快適さを求めるように変化しており、人々の心

にうるおいを与えるような快適な環境の積極的確保・創造が注目されてきている。

3　硫黄酸化物(SOx)

二酸化硫黄(SO2)、三酸化硫黄(SO3)など、硫黄の酸化物を総称して硫黄

酸化物という。硫黄が燃えると亜硫酸ガス(二酸化硫黄)となり、太陽紫外

線により光酸化し無水硫酸となる。呼吸器を刺激し、せき、呼吸困難、ぜん

そく、気管支炎などを起こすほか植物を枯らしたりするため、大気汚染の原

因物質として問題となっている。

4　上乗せ基準

ばい煙又は排出水の排出の規制に関して、一律の排出基準又は排水基準に

代えて適用するものとして、都道府県が条例で定める、より厳しい排出基準



又は排水基準をいう。

5　SS(浮遊物質)

粒径2mm以下の水に溶けない懸濁性の物質をいう。水の濁りの原因となる

もので魚類のエラをふさいでへい死させたり、日光の透過を妨げることによ

って水性植物の光合成作用を妨害するなどの有害作用がある。また、有機性

浮遊物質の場合は河床に堆積して腐敗するため、底質を悪化させる。

6　オキシダント(光化学オキシダント)

大気中の窒素酸化物、炭化水素等が紫外線によって光化学反応を起こした

結果生成するオゾンを主とする酸化性物質の総称である。→光化学スモッグ

7　汚濁負荷量

いおう酸化物、BOD等の汚濁物質が大気や水などの環境に影響を及ぼす量

のことをいい、一定期間における汚濁物質の濃度とこれを含む排出ガス量や

排水量等との積で表される。(例えば、g/日)

8　環境影響評価(アセスメント)

各種開発行為の実施に先立ち、それが大気、水質、生物等環境に及ぼす影

響について予測、評価を行うことをいう。

9　環境基準

公害対策基本法は｢環境基準とは、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染

及び騒音に係る環境上の条件についてそれぞれ人の健康を保護し、生活環境

を保全する上で維持されることが望ましい基準｣と定義している。環境基準

は行政上の目標基準であり、直接に工場等を規制するための規制基準とは異なる。

10　環境週間

昭和47年6月にスウェーデンのストックホルムで開催された国連人間環境

会議において｢人間環境の擁護、向上は人類の至上の目標である｣として、

人間環境宣言｣が採択され、環境問題が世界共通の重要な問題として認識

されることとなった。

これを記念して、国連では6月5日を｢世界環境デー｣とし、毎年この日

に国際的な活動を行うことになった。



　　我が国では、昭和48年から6月5日を初日とする｢環境週間｣を設け、環

　境問題に関する各種行事を実施している。

11　環境容量

　　自然の浄化能力の限界量としてとらえる場合、許容される汚染度の範囲内

　で環境中に排出できる汚染物質量としてとらえる場合、更には、近年大きな

　問題となっている地域開発に伴う環境破壊を防止するためには、特定の地域

　が経済、社会活動と環境の質の変化の間における人為的なもの、自然的なも

　のを含めたすべての要素を総合的に見た上で、環境を保全しうる範囲内での

　人間活動の限界を見極めようとする場合に使われる。

12　休猟区

　　狩猟鳥獣の増殖を図るため狩猟行為が禁止される区域で、3年を限度とし

　て、狩猟者のために解除される区域である。

13　クローズドシステム

　　排水、廃棄物等を工場外に出さずに、工場内で循環し、回収する閉鎖系を

　いう。

14　クライテリア

　　クライテリアとは判定条件のことで、ある汚染物質について、量と人や動

　植物等に対する影響の関係(量・反応関係)の情報を集大成したものである。

　この量・反応関係は、人や動植物等を使った実験室での暴露実験や実際の環

　境中での疫学的調査等によって解明される。

15　K値規制

　　大気汚染防止法のばい煙発生施設から排出される硫黄酸化物の規制方法を

　いう。これは、大気汚染の程度によって全国を16段階の地域に分け、それぞ

　れ係数(K値)を決め、次の計算式により求められた許容量を超える硫黄酸

　化物の排出を制限するものである。

　　q=K×10-3He2(硫黄酸化物の排出基準)

　　　q:硫黄酸化物の量

　　　K:地域ごとに定められている係数(K値)

　　　He:補正された排出口の高さ(煙突の高さに、煙が上昇する有効な高さ



　　　　　を加えたもの)

16　ケミカルアセスメント

　　化学品の人体や環境に対する影響を予測、評価することをいう。

17　公園街道

　　県民公園を縦貫する幹線歩道として計画されているもの。起点は県民公園

　A地区太閤山ランド、終点は同D地区頼成の森、延長13.4km、平均幅

員は2

　mである。県民公園C地区自然博物園内の雑木林の中をいく、昔からの山道

、

　歴史を秘めた峠道、素朴な田園の中の道をできるだけそのまま生かして、レ

　クリェーションを自然観察のために提供することを目的としている。

18　光化学スモッグ

　　大気中の窒素酸化物や炭化水素に紫外線が作用して、オゾン、パーオキシ

　アシルナイトレート等の酸化性物質(光化学オキシダント)を生成し、この

　オキシダントが特殊な気象条件の下で光化学スモッグを形成するといわれて

　いる。光化学スモッグは、眼を刺激して涙を誘発し視程を減少させるととも

　に、また呼吸困難をきたし、更に、植物を枯らしたり、ゴムの損傷を早めた

　りする。この現象は、日ざしの強い夏期に発生しやすい。

19　合成洗剤

　　洗剤にはやし油等の原料から作られる｢石けん｣と、鉱油や動植物油から

　合成して作られる｢合成洗剤｣の2種類がある。

　　合成洗剤は、界面活性剤(LAS等)と助剤(性能向上剤)からなり、硬

　水でも使用できる等利便性があることから衣料、食器等の洗浄に幅広く利用

　されている。

　　近年、界面活性剤による皮膚障害等の安全性や、助剤に含まれるりん酸塩

　による閉鎖性水域での富栄養化が問題にされているので、合成洗剤の低りん

　化、無りん化等の対策が進められている。

20　国民休養地

　　国民休養地とは、45年から実施されている事業であり、その目的は｢都

市

　周辺において急速に失われようとしている自然環境の保持された場所を、広

　く国民のための休養地として確保し、自然保護との調和を図りながら、野外



レクリェーション施設を総合的に整備し、健全な野外レクリェーションの場

　を造成しようとするもの｣である。都道府県立自然公園内の国民休養地の施

　設整備については、都道府県が事業主の場合に環境庁から事業費の1/3の補助

　が受けられる。

21　三次処理

　　排水処理について、今までとられてきた処理を二次処理あるいは高級処理

　と言い、更に処理水の水質向上を図るために一段階加えた処理を三次処理と

　いう。最近、BOD、CODの規制強化や窒素、りんによる二次汚濁、処理水

　の再利用の面から検討されている。

22　三点比較式臭袋法

　　臭を数量化する方法の一つで、人の嗅覚により評価する官能試験である。

　パネルの臭判別可能な希釈倍数から臭気濃度を求める方法である。

23　COD(化学的酸素要求量)

　　水中の有機物などは、溶存酸素を消費し、水中生物の成育を阻害する。こ

　のような有機物などによる水質汚濁の指標として、現在BOD及びCODが採

　用されており、このほかTOC又はTODについて検討が行われている。これ

　らの有機汚濁指標は、いずれもppm(mg/l)で表され、数値が高いほど汚

濁が

　著しいことを示す。

　　CODは、水中の汚濁物質(主として有機物)を酸化剤で化学的に酸化すると

　きに消費される酸素量をもって表し、環境基準では海域及び湖沼の汚濁指標

　として採用されている。

24　自然博物園

　　富山県民公園内のC地区のこと。面積2,200ha、小杉町、婦中町、富山

市、

　砺波市にまたがる。本県の山麓帯～低山帯を代表する当地の自然環境を保全

　するとともに、自然の中でのレクリェーションと環境の場を設けることを目

　標としている。中心施設としての自然博物園センターのほか、野鳥の森や公

　園街道の計画があり、一部には勤労者いこいの村も設けられる。

25　自然保護憲章

　　自然保護の国民的指標として、昭和49年6月5日、我が国の全国的組織体



149団体で組織する自然保護憲章制定国民会議が制定した全国民的な憲章で

あり、その大要は次のとおりである。

1　自然をとうとび、自然を愛し、自然に親しもう。

2　自然に学び、自然の調和をそこなわないようにしよう。

3　美しい自然、大切な自然を永く子孫に伝えよう。

26　銃猟禁止区域

猟銃を発砲すると人間や建物等に当たるおそれのある区域であるため、銃

による狩猟を禁止している区域である。

27　植生自然度

自然は、人工の影響を受ける度合によって、自然性の高いものも低いもの

もある。高山植物群落や極相林のように人間の手の加わっていないものを10

及び9とし、緑のほとんどない住宅地や造成地を1、その中間に二次林、植

林地、農耕地等をランクし、10段階で表示する。

28　潜在自然植生

何らかの形で人為的な影響を受けている地域で、今、人間の影響を一切停

止したとき、その土地に生じると判定される自然植生。

29　総量規制

一定の地域内の汚染(濁)物質の排出総量を環境保全上許容できる限度に

とどめるため、工場等に対し汚染(濁)物質許容排出量を配分し、この量を

もって規制する方法をいう。大気汚染、水質汚濁に係る従来の規制方式は、

工場等の排出ガスや排出水に含まれる汚染(濁)物質の濃度のみを対象とし

ていたが、この濃度規制では地域の望ましい環境を維持達成することが困難

な場合に、その解決手段として最近総量規制がクローズアップされている。

30　大腸菌群数

大腸菌群は、人間又は動物の排泄物による水の汚染指標として用いられて

いる細菌である。大腸菌には、温血動物の腸内に生存しているものと、草原

や畑などの土中に生存しているものとがあるが、これを分離して測定するこ

とが困難なので、一括して大腸菌群として測定している。

31　窒素酸化物(NOx)



窒素と酸素の化合物の総称である。大気中の窒素酸化物は種々あるが、一

酸化窒素(NO)と二酸化窒素(NO2)が主なもので、工場やビル暖房等におけ

る燃料の燃焼工程、自動車、硝酸製造工場などから排出される。窒素酸化物

は低濃度の場合、単独ではあまり害はないが、光化学スモッグが発生しやす

い条件下では、その原因物質として問題となる。また、NO2が高濃度の場合

は、眼を刺激し、呼吸器に急性のぜんそく性症状を起こすなど有害である。

32　鳥獣保護区

野生鳥獣の保護増殖を図るための区域で、狩猟行為が禁止される区域であ

る。鳥獣保護区内に設けられる特別保護地区内では野生動植物の生息に影響

を及ぼす行為は許可が必要である。

33　DO(溶存酸素)

水に溶けている酸素のことをいう。河川等の水質が有機物で汚濁されると、

この有機物を分解するため水中の微生物が溶存酸素を消費し、この結果、溶

存酸素が不足して魚介類の生存が脅かされる。更に、この有機物の分解が早

く進行すると、酸素の欠乏とともに嫌気性の分解が起こり、有害ガスを発生して水質は著しく悪化する。

34　デシベル(dB)

振動や音等の大きさを表す単位として用いられている。これを振動につい

て地震の震度階と対比してみると、震度0が55dB以下、1が55～65dB、2は

65～75dB程度となる。

35　ナチュラリスト

本来は、博物学者という意味であるが、富山県ナチュラリストは自然環境等

についての知識を持ち、富山県知事が認定した人たちで、現在、夏期立山に

駐在して国立公園の利用者に自然解説を行っている。

36　ばい煙

硫黄酸化物、ばいじん及び有害物質の総称である。ばいじんとは、ボイラ

ーや電気炉等から発生するすすや固体粒子をいい、有害物質とは、物の燃焼、

合成、分解等に伴って発生するカドミウム、塩素、ふっ素、鉛、窒素酸化物

等の人の健康又は生活環境に有害な物質をいう。



37　BOD(生物化学的酸素要求量)

　　BODは、水中の汚濁物質(有機物)が微生物によって酸化分解され、無機

　化、ガス化するときに必要とされる酸素量をもって表し、環境基準では河川

　の汚濁指標として採用されている。→COD

38　PCB(ポリ塩化ビフェニール)

　　不燃性で熱に強く、絶縁性にすぐれ、化学的にも安定であるなど多くの特

　性を持っており、このため用途も広範で、熱媒体、絶縁油、塗料等多岐にわ

　たる。カネミ油症事件の原因物質で、皮膚障害や肝臓障害を引き起こすこと

　が知られている。環境汚染物質として注目され、大きな社会問題となったた

　め、現在我が国では製造は中止され、使用も限定されている。

39　ppm

　　ごく微量の物質の濃度や含有率を表すのに使われ、%が100分の1をいう

　のに対し、ppmは100万分の1を意味する。例えば、空気1m3中に1cm3

の物

　質が含まれているような場合、あるいは水1kg(約1l)中に1mgの物質が

　溶解しているような場合、この物質の濃度を1ppmという。ppmより微量の濃

　度を表す場合には、ppb(10億分の1)も用いられる。

40　PPP(汚染者負担の原則)

　　環境汚染防止のコスト(費用)は、汚染者が支払うべきであるとする考え

　であり、環境政策に一定の方向を与えた画期的な考えであるといえる。

41　富栄養化

　　海洋や湖沼で栄養塩類(窒素、燐等)の少ないところは、プランクトンが

　少なく、透明度も大きい。このような状態を貧栄養であるという。これに対

　し、栄養塩類が多いところでは、プランクトンが多く透明度が小さい。この

　ような状態を富栄養であるという。有機物による水質汚濁その他の影響で、

　貧栄養から富栄養へと変化する現象を富栄養化という。

42　浮遊粒子状物質

　　大気中に浮遊する粒子状物質であって、その粒径が10ミクロン以下のもの

　をいう。

43　ホン



　　騒音の大きさを表す単位として用いられる。これを日常生活における音と

　対比してみると、｢ささやき声、木の葉のふれあう音｣で20ホン程度、｢静か

な

　事務所｣で50ホン程度、｢国電の中｣で80ホン程度、｢ジェット機の音｣は

120

　ホン程度で、130ホンになると耳に痛みを感じる。

44　緑被度

　　一定面積の中に樹木等が生育している面積の比率をいう。正確にはその土

　地の区域と樹冠投影面積の和との比率で表わす。

45　労働衛生許容濃度

　　職場において、労働者の健康障害を予防するための手引として用いられる

　値である。日本をはじめソ連、アメリカ等世界各国で、生体作用等を総合的

　に検討して定められている。



2　達成期間

　1　一酸化炭素、浮遊粒子状物質又は光化学オキシダントに係る環境基準は、

　　維持され、又は早期に達成されるよう努めるものとする。

　2　二酸化硫黄に係る環境基準は、維持され、又は原則として5年以内(48

　　年度から)において達成されるよう努めるものとする。

　3　二酸化窒素に係る環境基準は、1時間値の1日平均値が0.06ppmを超

え

　　る地域にあっては、1時間値の1日平均値が0.06ppmが達成されるよう

努

　　めるものとし、その達成期間は原則として7年以内(60年度まで)とする。

　　また、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾー

ン内にあ

　　る地域内にあっては、原則として、このゾーン内において、現状程度の水

　　準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとす

　　る。



　環境基準を維持し、又は達成するため、個別発生源に対する排出規制の

ほか、各種の施策を総合的かつ有効適切に講ずるものとする。





3　達成期間等

　　環境基準の達成に必要な期間及びこの期間が長期間である場合の措置は、

　次のとおりとする。

　(1)人の健康の保護に関する環境基準

　　　これについては、設定後直ちに達成され、維持されるように努めるもの

　　とする。

　(2)生活環境の保全に関する環境基準

　　　これについては、各公共用水域ごとに、おおむね次の区分により、施策



　の推進とあいまちつつ、可及的速やかにその達成維持を図るものとする。

a　現に著しい人口集中、大規模な工業開発等が進行している地域に係る

　水域で著しい水質汚濁が生じているもの又は生じつつあるものについ

　ては、5年以内に達成することを目途とする。ただし、これらの水域の

　うち、水質汚濁が極めて著しいため、水質の改善のための施策を総合的

　に講じても、この期間内における達成が困難と考えられる水域について

　は、当面、暫定的な改善目標値を適宜設定することにより、段階的に当

　該水域の水質の改善を図りつつ、極力環境基準の速やかな達成を期する

　こととする。

b　水質汚濁防止を図る必要のある公共用水域のうち、aの水域以外の水

　域については、設定後直ちに達成され、維持されるよう水質汚濁の防止

　に努めることとする。



2　達成期間等

　　環境基準は適用地域の種別により、次の区分により、施策の進展とあいま

　って、その達成、維持を図るものとする。

　(1)道路に面する地域以外の地域については、環境基準の設定後直ちにその

　　達成を図るよう努めるものとする。

　(2)道路に面する地域については、設定後5年以内を目途としてその達成を

　　図るよう努めるものとする。

　　　ただし、道路交通量が多い幹線道路に面する地域で、その達成が著しく

　　困難な地域については、5年を超える期間で可及的速やかに達成を図るよう

　　努めるものとする。

○航空機騒音に係る環境基準…48年12月27日環境庁告示第154号

　　環境基準

　　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各

　類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。



2　達成期間等

　　環境基準は、公共用飛行場等の周辺地域においては、飛行場の区分ごとに

　次表の達成期間の欄に掲げる期間で達成され、又は維持されるものとする。

　この場合において、達成期間が5年を超える地域においては、中間的に同表

　の改善目標の欄に掲げる目標を達成しつつ、段階的に環境基準が達成される

　ようにするものとする。

○新幹線鉄道騒音に係る環境基準……50年7月29日環境庁告示第46号

1　環境基準

　　環境基準は、地域の類型ごとに次表の基準値の欄に掲げるとおりとし、各

　類型をあてはめる地域は、都道府県知事が指定する。



2　達成目標期間

　　環境基準は、関係行政機関及び関係地方公共団体の協力のもとに、新幹線

　鉄道の沿線区域の区分ごとに次表の達成目標期間の欄に掲げる期間を目途と

　して達成され、又は維持されるよう努めるものとする。この場合において、

　新幹線鉄道騒音の防止施策を総合的に講じても当該達成目標期間で環境基準

　を達成することが困難と考えられる区域においては、家屋の防音工事等を行

　うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境が保持されるよう

　にするものとする。

　　なお、環境基準の達成努力にもかかわらず、達成目標期間内にその達成が

　できなかった区域が生じた場合においても、可及的速やかに環境基準が達成

　されるよう努めるものとする。



2　達成期間

　　直ちに維持されるものとする。
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